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発刊にあたって 

 

耐震性能設計では、目標とする耐震性能に応じてある程度の被害を想定しているが、実

際に地震の被害を受けた場合には、災害復旧の工期や費用、復旧工法の施工性や資材の調

達等が問題となる。 

漁港海岸保全施設が被害を受けた場合には、漁港海岸の背後には漁村集落が位置してい

ること、加工場や水産倉庫等の漁業活動に重要な役割を果たす施設があること等を考慮し、

生活や漁業活動の早期の復旧を図るための迅速な対応が必要となる。 

また、復旧工法の選択においては、工費が安く、かつ工期が短いことが原則となるが、

初期費用による経済性を優先した工法選択を行なうだけではなく、背後地の状況等の漁港

海岸の特徴・特性に応じて、復旧費用と復旧期間の両者を考慮した工法選択を行なうこと

が重要である。 

今後の漁港海岸保全施設の耐震設計については、｢漁港海岸保全施設の耐震性能設計の

ガイドライン（案）｣を踏まえ、震度法を中心としたレベル１地震動による解析、さらに

レベル２地震動に対する動的解析等より高度な解析手法と構造物の性能を明確に規定す

る必要がある。 
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第１章 総論 

１－１． 本ガイドラインの目的 

「本ガイドラインの設定事項」 

 

【補足説明】 

（１）「海岸保全施設の技術上の基準・同解説（平成 16 年 6 月）」（以下、「解説書」とい

う。）は、海岸法第 14条第 1 項及び第 2項並びに「海岸保全施設の技術上の基準を定める

省令（平成 16 年 農林水産省・国土交通省令第 1号）」の解釈と運用について出された関

係省庁の共同通知について解説したものである。 

 「解説書」では性能照査型設計法の考え方が導入されたことにより、従来の耐震設計に

はなかった、「耐震性能」、「レベル１地震動」、「レベル２地震動」、「耐震性能の照査規

準」、「耐震性能照査」等の新たな考え方が取り入れられている。しかし、これらの考え方

が取り入れられた背景、根拠等は記述されているものの、設計実務の参考となる具体的な

検討手法等の詳細については記述されていない。 

 このため、本ガイドラインでは、漁港海岸保全施設のうち堤防、護岸、胸壁の耐震設計

に際し、「解説書」における耐震設計に関する事項の理解を助け、適正かつ効率的な設計

実務に資するため、性能規定の考え方を踏まえた耐震設計（性能照査型の耐震設計）につ

いて具体的に示した。 

 ただし、本ガイドライン以外の手法であっても、「解説書」の考え方を踏まえ、技術上

適正であると判断された場合は、その手法の採用を妨げるものではない。 

 

 「本ガイドライン」は、漁港海岸保全施設のうち堤防、護岸、胸壁の耐震設

計を担当する実務者を対象に、「海岸保全施設の技術上の基準・同解説（平成

16 年 6 月）」の耐震設計に関する事項の理解を助け、適正かつ効率的な設計実

務に資することを目的とする。 
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（２）本ガイドラインの記述内容の意味合い 

 本ガイドラインにおける記述内容の意味合いは、以下に示すとおりとしている。 

 

表 1 本ガイドラインの記述内容の意味合い 

構成 記述内容 

枠囲み 
・「解説書」の[枠囲み] 

・本ガイドラインの設定事項 

【解説】 ・「解説書」の[解説] 

【補足説明】 

・枠囲み及び【解説】の補足説明で、実務において理解

を助ける事項 

 

「解説書」とは、「海岸保全施設の技術上の基準・同解説（平成 16 年 6 月）」のことである。 
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1－2．適用の範囲 

「本ガイドラインの設定事項」 

 

【補足説明】 

漁港海岸保全施設には、堤防、護岸、胸壁、突堤、離岸堤、潜堤・人工リーフ、消波堤、

津波防波堤、砂浜及び附帯設備である水門及び樋門、排水機場、陸閘などがある。 

本ガイドラインは、地震動の作用を考慮する必要がある漁港海岸保全施設のうち主要施

設である、図１に示す堤防・護岸・胸壁の性能照査型の耐震設計に用いるものとする。 

堤防の型式の分類方法は、前面の勾配、構造、使用材料などにより種々考えられるが、

前面の勾配により傾斜型、直立型及び混成型の３種類に分類される。勾配が１：１（１割）

より緩いものを傾斜型といい、１：１（１割）より急なものを直立型という。特に、傾斜

型の中で１：３（３割）より緩やかなものを緩傾斜型と呼んでいる。混成型とは、図１に

示す例のように、捨石マウンド等の傾斜型構造物の上にケーソンやブロック等の直立型構

造物が設置された型式をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「本ガイドライン」は、漁港海岸保全施設のうち堤防・護岸・胸壁の設計に

おいて地震動の作用を考慮する（性能照査型の耐震設計を行う）場合に適用す

る。 
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堤 防 護 岸 胸 壁 

 

 

傾斜型 

 

 

石張式、コンクリート

ブロック張式、コンク

リート被覆式など 

傾斜型 

石張式、コンクリート

ブロック張式、コンク

リート被覆式、捨石

式、捨ブロック式など 

単塊型 
重力式、 

杭式・鋼矢板式 

直立型 
石積式、重力式 

扶壁式など 
直立型 

石積式、重力式、扶壁

式、突堤式（Ｌ型式を

含む）、ケーソン式、

コンクリートブロッ

ク積式、セル式、矢板

式、石枠式など 

Ｌ型・ 

逆Ｔ型 

重力式、 

杭式・鋼矢板式 

混成型 

捨石マウンドなど＋

ケーソン、ブロックな
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混成型 

重力式など＋コンク

リートブロック張式
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図 1 堤防・護岸・胸壁の型式分類 ※消波工付も含む 

傾斜型 

直立型 

混成型 

傾斜型 

直立型 

混成型 

単塊型 

Ｌ型・逆Ｔ型 
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1－3．用語の定義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本ガイドラインでは次の通り用語を定義する。 

 

・地震動１） 

地震が発生し、地震波が伝播する際、その経路に当たる地盤に生じる振動。 

・作用２） 

構造物に働く力学的な力の原因となるもの、構造物の変形の原因となるもの、

および構造物の材料を劣化させる原因となるものの総称。 

・目的３）４） 

構造物を建設する理由を一般的な言葉で表現したもの。例えば、堤防・護岸

の目的は、海岸背後にある人命・資産を高潮、津波及び波浪から防護すると

ともに、陸域の侵食を防止することである。 

・機能 

目的に応じて構造物が果すべき役割。 

・性能４） 

機能の実現に寄与する施設の能力。 

・要求性能３）４） 

構造物がその目的を達成するために保有する必要がある性能のこと。構造物

の要求性能は、構造物の安全性に関すること、使用性に関すること、環境性

に関すること、施工性に関すること、経済性に関することなどがある。 

例えば、堤防・護岸の要求性能は、高潮又は津波による海水の侵入を防止し、

波浪による越波を減少させることである。 

・設計供用期間５） 

施設の設計に当たって、当該施設の要求性能を満足し続けるものとして適切

に設定されるべき期間。 

・施設の供用期間 

  施設を供用する期間。漁港や漁港海岸保全施設では設計供用期間は 30 年であ

っても、実際はそれ以上の期間にわたって施設は供用されることもある。漁

港の設計において 30 年確率波を使用するのは、港湾と同様に 50 年の供用を

考えつつ、重要度を考慮して 30 年確率波を採用している。 

・再現期間５） 

ある大きさ以上の作用が、一度発生してから次に再び発生するまでの平均的

な時間間隔（年）のこと。年超過確率（想定した以上の作用が、一年間に一

回以上発生する確率）の逆数で与えられる。 

・遭遇確率 

Ｎ年間にＴ年確率の事象が起こる確率のこと。設計供用期間Ｎ年間に再現期

間Ｔ年の地震が起こる確率（遭遇確率）Ｐは下式で与えられる。 

 Ｐ＝１－（１－１／Ｔ）Ｎ 
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・性能照査型設計法６） 

設計された構造物が要求性能さえ満足していれば、どのような構造型式や構

造材料、設計手法、工法を用いてもよいとする設計方法。より具体的には、

構造物の目的とそれに適合する機能を明示し、機能を備えるために必要とさ

れる性能を規定し、規定された性能を構造物の供用期間中確保することによ

り機能を満足させる設計方法。 

・耐震設計 

地震に対して、構造物等が被害を受けないように十分な耐力を与えるために

行う設計。 

・レベル１地震動４） 

供用期間中に１～２度発生する確率を有する地震動。 

・レベル２地震動４） 

現在から将来にわたって当該地点で考えられる最大級の強さを持つ地震動。 

・耐震性能 

要求性能のうち、地震に対する構造物の安全性に関すること。ここでは、対

象施設にレベル１地震動、レベル２地震動が作用した際に必要とされる安全

性能のことであり、被害程度に基づき設定される。 

・性能規定 

性能照査を行えるように、要求性能を具体的に定量的な数値で記述した規定。

本ガイドラインでは、要求性能のうち耐震性能を対象とする。 

・性能照査（照査）３） 

構造物が性能規定を満足していることを確認する行為。  

なお、本ガイドラインでは、性能照査と照査は同じ意味で使用する。 

 

〈引用文献〉 

１）土木学会地震工学委員会（2001）：土木構造物の耐震設計ガイドライン（案）、－耐

震基準作成のための手引き－、土木学会 

２） 国土交通省（2002）：土木・建築にかかる設計の基本、国土交通省に一部加筆 

３） 文献６）に一部加筆 

４） 海岸保全施設の技術上の基準・同解説：平成 16 年 6 月、海岸保全施設技術研究会編 

５） 社団法人 日本港湾協会（2007）：港湾の施設の技術上の基準・同解説に一部加筆 

６） 土木学会包括設計コード策定基礎調査委員会（2003）：包括設計コード（案）、 

土木学会 
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【補足説明】 

｢農業水利施設の機能保全の手引き｣(平成 19 年 3 月 農業農村整備部会 技術小委員

会)によると、性能設計における｢機能(function)｣と｢性能(performance)｣について、次の

ような事例を紹介している。例えば、飛行機の機能と性能とは、 

・飛行機には飛ぶ機能がある 

・その飛行機の性能は、最高時速 1,200km/時、航続距離は 3,000km である。 

つまり、機能とは性質や役割を示し、直接数値化できないものであり、性能とは、具体

的な指標として数値化できるものを示している。 

堤防・護岸では、 

・堤防・護岸には、その背後地にある人命・財産を高波、津波、波浪から守る機能がある。 

・堤防・護岸には、高波、津波、波浪がその背後地へ侵入することを防ぐ性能がある。 

・堤防・護岸の要求性能は、波の打ち上げ高よりも天端が高いことや、許容越波流量以下

となる天端高さをもつこと、高波、津波、波浪等の外力に対して構造体が安定であること 

となる。
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第 2章 耐震設計法 

2－1．総説 
 

 地震の作用を考慮する必要のある海岸保全施設については、施設の機能及び構造、施

設背後地の重要度、地盤高等を考慮して、当該施設が所要の耐震性能を満足することを

適切に照査するものとする。 

「解説書 ２．１０．１ 総説〈処理基準〉」 

【解説】 

（１）1995 年兵庫県南部地震を契機として、構造物の耐震設計法に関する根本的な見

直しがなされてきた。従来の耐震設計体系では、想定される地震外力に対して力の釣り

合い等を検討し、所要の安全率を確保することとしていたが、新たに耐震性能の概念が

導入された。これは入力地震動をレベル 1、レベル 2 の 2 段階として想定地震動に幅を

持たせるとともに、各々の地震動レベルに応じた適切な許容被害程度を設定することに

より、構造物の持つ耐震性を総合的かつ具体的に規定するものである。 

 

【補足説明】 

（１）「施設の機能」は、その施設の設置目的と関連しており、例えば、設置目的が高潮

対策の場合は、施設背後地への海水の侵入を防止することであり、設置目的が侵食対策

の場合は、海水による侵食を防止することである。このように、施設に求められる機能

が異なることを考慮して設計するものとする。 

 

（２）「施設の構造」とは施設の構造型式のことであり、施設の構造型式や地盤特性によ

り地震に対する挙動特性が異なることを考慮して耐震解析を行うものとする。 

 

（３）「施設背後地の重要度」及び「地盤高」は、漁港海岸保全施設の耐震性能を設定す

る上で重要な条件である。「施設背後地の重要度」は、家屋の密集の度合い、資産（家屋、

家財など）の集積度、防災拠点となるべき施設の有無などのことであり、施設が被災し

た場合に地域経済・生活活動が受ける影響の程度が異なる。「地盤高」は、施設背後地の

地盤高のことであり、施設が被災した場合、浸水に対する危険性の程度が異なる。「施設

背後地の重要度」及び「地盤高」の取り扱いについては、これらの事項を考慮し、2－3

－1． 耐震性能の考え方に示す事項を用いるものとする。 

 

（４）耐震設計にあたって考慮すべき事項は、【補足説明】（１）から（３）に示したも

の（あるいは項目）の他、「潮位」、「波浪」、「津波」、「海底地形及び海浜地形」、「漁業活

動の状況」、「漁港海岸の環境」、「漁港海岸の利用と利用者の安全」、「施工条件」などが

ある。 

１）潮位 

設計潮位は、越波・波のうちあげに対して最も危険となる潮位とする。 
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２）波浪 

漁港海岸では、設計波として、確率統計処理された再現期間 30 年、すなわち 30 年

確率波を採用する例が多い。 

３）津波 

津波を対象とする場合は、設計津波の水位に背後地の状況等を考慮して堤防天端高

を決定するが、既往の津波の痕跡によって決める例が多い。 

４）海底地形及び海浜地形 

海底勾配が急であれば、波は岸側で砕波しかつ砕波波高が大きくなるので、大きな

波力、越波が生じ易い。また、砂浜海岸であれば、高潮時などに堤防前面で洗掘が生

じ易い。このように海底地形及び海浜地形に対する考慮も重要である。 

５）漁業活動の状況 

堤防・護岸などの施設の前面海域において、養殖などの漁業活動が営まれているこ

とがある。そのため、現地の漁業活動の状況を把握した上で検討を行うことが重要で

ある。 

６）漁港海岸の環境 

漁業地域が存在する沿岸域は、藻場・干潟に代表されるような多様な生物群集によ

る生態系を形成している。その生態系は、魚介類のほかに、底生生物、プランクトン、

海藻などにより構成されており、漁業活動、地域生活など多くの面で人間活動を支え

ている。このような漁港海岸の環境を踏まえ検討を行うことが重要である。 

７）漁港海岸の利用と利用者の安全 

漁港海岸は、その背後に居住する人たちの生活の場であるとともに、他の海岸と同

様に海水浴、釣り、ダイビングなど、国民に健全な海洋レクリエーションの場を提供

している。また、漁業地域に立地する漁港海岸では、地域の漁業振興のための体験漁

業など都市漁村交流の場として重要な役割を担っている。これら漁港海岸の利用と利

用者の安全に配慮して検討を行う必要がある。 

８）施工条件 

堤防・護岸の施工が海上工事となる場合は、種々の施工上の制約を受ける。つまり、

波浪、潮汐、潮流の影響を強く受け、作業時間が制限され、また、施工による海水の

濁りの問題が生じる場合もある。施工場所周辺には集落があるため、工事用地確保の

困難などの施工上の制約を受ける。施設の利用面からは、これを極力妨げないよう工

法等を検討し、地域住民等に対しては日常生活に影響を及ぼさないように、施工中の

振動や騒音、濁り等への対策を考慮する必要がある。 

９）長大な延長の海岸線に対する留意点 

長大な延長の漁港海岸保全施設の耐震設計を行なう場合は、地盤条件等が異なるこ

とも予想され、漁港海岸保全施設の破壊形態も異なることもあるので、注意が必要で

ある。 
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（５）漁港海岸保全施設における所要の耐震性能の設定は、2－3－1． 耐震性能の考え

方に示す事項を用いるものとする。 

（６）耐震性能を照査するにあたり、適切な照査を行うための手順を示す必要があるこ

とから、2－2．耐震設計の手順により検討を行うものとする。 

 

（７）漁港海岸保全施設の耐震設計を行なうにあたり、施設の設計条件を決定するには、

施設の背後地、施設の重要度、目標とする耐震性能を適切に設定する必要がある。その

ため、施設の現状を定量的に把握するため、参考資料-3 に示すような現況調査表を作成

しおくことが望ましい。 
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2－2．耐震設計の手順 
 

「本ガイドラインの設定事項」 

【補足説明】 

漁港海岸保全施設の耐震設計では、「解説書２．１０．２」に示されている耐震設計

の考え方に基づいて、図 2に示す手順によるものとする。以下にその概要を示す。 

 

（１）耐震性能の設定 

耐震性能の設定方法の考え方は、2－3．耐震性能の設定に示す事項を用いるものとす

る。なお、適用する地震動レベルは、表 5目標とする耐震性能の等級（p.17）に示す施

設に必要とされる耐震性能に従って設定するものとする。 

 

（２）レベル１地震動に対する検討 

次に、レベル1地震動を対象に震度法による耐震解析と液状化判定を行うものとする。

震度法による耐震解析の方法は、2－4－3．レベル１地震動に対する耐震解析に示す事

項を用いることとし、液状化の予測・判定方法は、2－4－4．液状化の予測・判定に示

す事項を用いるものとする。地震に対する耐力が不足する場合は断面変更及び対策工を

検討し、再度耐震解析を行い、耐力が確保されていることを確認する。さらに、液状化

が発生すると判定され、構造物や周辺施設に影響を与えると判断された場合には、液状

化対策工を検討することとする。その場合の判断方法は、表 2各種変形解析手法による

手法のうちいずれかの手法を用いてもよい。 

表 2 各種変形解析手法 

液状化による変形量 

の簡便な推定方法 

○鉄道構造物等設計標準・同解説 耐震設計 

 平成11年10月  運輸省鉄道局 監修 鉄道総合技術研究所 編 

○下水道施設の耐震対策指針と解説－2006 年版－ 

 社団法人 日本下水道協会 

○高圧ガス設備等耐震設計指針 

 レベル２耐震性能評価 解説編 高圧ガス保安協会 

静的照査法による手法 ○ALID ○東畑モデル 

動的解析による手法 ○LIQCA ○FLIP 

 漁港海岸保全施設の耐震設計にあたっては、第一段階として、適切に耐震性能を設定

する。 

第二段階として、レベル１地震動を対象に震度法による構造物の安定性を検討する。

さらに、液状化の予測・判定を行い、液状化が発生すると判定された場合には、液状化

対策を検討する。 

第三段階として、レベル２地震動を考慮する必要のある施設の場合は、変形量を予測

し耐震性能を評価するものとする。 
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注 1）詳細は、表 11（p.33,34） 各種変形解析手法の特徴を参照のこと。 

注 2）表 11（p.34）中の②簡易動的解析による手法は、液状化による極端な地盤の変形

特性の変化がある場合は、不適当な場合もあるため除外した。 

 

（３）レベル２地震動に対する検討 

さらに、耐震性能の設定においてレベル 2地震動に対する耐震検討が必要と設定され

た施設については、レベル 1地震動に対する施設の安定性を検討後、レベル 2地震動を

対象にした変形量予測手法による耐震解析を行うものとする。 

この耐震解析の結果から、地震による施設の変形量を評価し、レベル 2地震動に対す

る耐震性能の等級（表 5目標とする耐震性能の等級（p.17））が確保できない場合には、

断面変更を含めた対策工の検討を行い、求められる耐震性能が確保されることを確認す

る。レベル 2地震動の検討方法は、2－5．レベル２地震動に対する検討に示す事項を用

いるものとする。 
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図 2 漁港海岸保全施設の耐震設計手順 

S T A R T 

耐震性能の設定 

レベル１地震動の設定 
（設計震度と基盤加速度） 

構造物の耐震解析 
（震度法） 

液状化対策の必要性 

液状化対策工の検討 

目標とする耐震性能の等級 

レベル２地震動の設定 
（基盤加速度と地震波形） 

構造物の耐震解析 
（変形量予測手法） 

変形量が許容値 
以下か？ 

断面変更及び 
対策工の検討 

E N D 

【レベル１地震動に対する検討】 

【レベル２地震動に対する検討】 

有 

無 

耐震性能Ⅰ 

耐震性能Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

NG 

OK 

地震による耐力が 
確保されているか？ 

NG 断面変更及び 
対策工の検討 

OK 

液状化の予測・判定

液状化する 

液状化しない 

｢2-3.耐震性能の設定｣により設定 

｢2-4-2．設計震度｣により設定 

「2-4-3.レベル１地震動に対する耐震解析」により検討 

「2-4-4.液状化の予測・判定」により検討 

「表 2 各種変形解析手法」により検討 

「2-5-1.レベル２地震動に対する検討の基本」により設定 

「2-5-2.レベル２地震動に対する耐震解析」により検討 

「2-5-3.レベル２地震動に対する照査規準」により検討 
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2－3．耐震性能の設定 

2－3－1．耐震性能の考え方 
 

海岸保全施設の耐震設計は、施設の供用期間中に１～２度発生する確率を有する地震

動（レベル 1地震動）に対して所要の構造の安全を確保し、かつ、海岸保全施設の機能

を損なわないものとする。 

さらに、海岸保全施設のうち、施設の機能及び構造、施設背後地の重要度、地盤高、

当該地域の地震活動度等に基づいてより高い耐震性能が必要と判断されるものに係る

耐震設計は、現在から将来にわたって当該地点で考えられる最大級の強さを持つ地震動

（レベル 2地震動）を想定し、これに対して生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の

速やかな機能の回復が可能なものとする。 

「解説書 ２．１０．２ 海岸保全施設の耐震性能」 

【解説】 

（１）耐震性能は、対象施設にレベル 1、レベル 2 地震動の作用した際に必要とされる

性能であり、対象施設の許容被害程度に基づき設定する。許容被害程度は、構造物の機

能低下の影響及び本格復旧の難易度（費用、時間）の２つの要因を考慮して設定する。 

 

【補足説明】 

（１）施設の供用期間とは、構造物が所定の機能を維持することを期待する期間であり、

当該施設の要求性能を満足し続けるものとして適切に設定するものとする。 

 

（２）レベル 1 地震動に対しては、地震に対する施設の所要の構造の安全を確保するこ

ととし、耐震性の照査方法は、2－4． レベル 1地震動に対する検討に示す事項を用いる

ものとする。 

 

（３）漁港海岸保全施設は、レベル１地震動が作用した場合においても、その施設の機

能を損なわないものとする。 

 

（４）「施設の機能」及び「施設の構造」は、2－1．総説【補足説明】（１）及び（２）

に示す事項とする。 

 

（５）「施設背後地の重要度」及び「地盤高」は、表 3 施設背後地の重要度区分及び表

4 施設背後地の地盤高区分に示す事項を用いるものとする。 

なお、施設背後地とは、浸水区域面積から費用対効果Ｂ／Ｃを算出する場合と同様の

考え方により、水位を基準とした地盤高から背後地の範囲を求めればよい。 

 

（６）レベル 2地震動に対しては、2－5． レベル 2 地震動に対する検討に示す事項を用

いるものとする。 
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（７）漁港海岸保全施設の耐震性能 

 漁港海岸の背後地域は、平地が少なく住宅が高密度に立地し、被災時に情報面、物理

面で孤立する可能性が高い。また、高齢者福祉施設、緑地広場施設等公共的な施設も多

く、一般的に、他の海岸に比べて施設が防護すべき生命・財産などが高密度で存在する。 

 このような漁業地域の実態を考慮し、漁港海岸保全施設の耐震性能の等級の設定に当

たっては、特に重要と判断される条件として、「施設背後地の重要度」と「施設背後地

の地盤高」を考慮することとする。 

漁港海岸保全施設の耐震性能は、施設背後地の重要度及び地盤高を考慮して、図 3 耐震

性能の設定フローに基づき設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 耐震性能の設定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設背後地の重要度と地盤高による 

E N D 

S T A R T 

目標とする耐震性能の等級の設定 

施設背後地の重要度区分の設定 

施設背後地の地盤高区分の設定 

「表 3」により設定 

「表 4」により設定 

「表 7」により設定 
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１）施設背後地の重要度 

「施設背後地の重要度」は、家屋の密集の度合い、資産（家屋、家財など）の集積度、

防災拠点となるべき施設の有無などのことであり、施設が被災した場合に地域経済・生

活活動が受ける影響の程度が異なることから、表3のように区分することを標準とする。 

 

表 3 施設背後地の重要度区分 

以下のいずれかに該当する地域 

・背後に住宅が集積し、地震後の浸水により多大な人命・財

産・生活を喪失する地域 

・公共施設や公共用地など、震災の復興に重要な役割を果た

す地域 

・施設背後に他地区と通じる唯一の道路があり、地震後の崩

壊又は浸水により道路が遮断され孤立する地域 

施設背後地の 

重要度Ａ 

・背後に加工場、水産倉庫などの地域の漁業活動に重要な役

割を果たす施設がある地域 

・施設背後地の地形の傾斜が急になっており、地震による施

設被害の結果、高潮、波浪などにより地形の安定性が損なわ

れ、人命・財産・生活が喪失する可能性の高い地域 

施設背後地の 

重要度Ｂ 
・重要度Ａ以外の地域 

「参考：海岸施設設計便覧（2000 年版）、土木学会」 

 

２）施設背後地の地盤高 

漁港海岸保全施設の中でも、堤防・護岸・胸壁に分類される施設は、施設背後地への

浸水を防止するという機能を有しており、施設背後地の地盤高が低い場合は、より高い

耐震性能を設定することを標準とする。 

「施設背後地の地盤高」は、浸水に対する危険性を考慮し、表 4のように区分するこ

とを標準とする。なお、施設背後地の地盤高が地震により大きく沈下すると想定される

場合は、沈下後の地盤高により区分することが望ましい。 

 

表 4 施設背後地の地盤高区分 

低地盤高 
・施設背後地盤高が、朔望平均満潮位よりも低いため、施

設の被災により浸水が予想される地域 

高地盤高 
・施設背後地盤高が、朔望平均満潮位よりも高いため、施

設が被災しても即座に浸水しない地域 

「参考：海岸施設設計便覧（2000 年版）、土木学会」 
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３）目標とする耐震性能 

漁港海岸保全施設においては、構造の安定性及び修復の容易性等を考慮し、目標とす

る耐震性能を、表 5に示す４等級の区分とすることを標準とする。 

図 2漁港海岸保全施設の耐震設計手順（p.13）に示すように、耐震性能Ⅰは、レベル

２地震に対する耐震検討が必要なく、耐震性能Ⅱ、Ⅲ、Ⅳは、レベル２地震動に対する

検討が必要である。 

 

表 5 目標とする耐震性能の等級 

目標とする耐震性能の等級 検討対象地震動レベルと許容被害程度 耐震性能

のレベル 

耐震性能Ⅰ レベル１地震動に対して被害程度 aにとどまる。 

レベル２地震動は考慮しない。* 

耐震性能Ⅱ レベル１地震動に対しては被害程度ａにとどまる。 

レベル２地震動に対しては被害程度 cにとどまる。 

耐震性能Ⅲ レベル１地震動に対しては被害程度ａにとどまる。 

レベル２地震動に対しては被害程度 bにとどまる。 

耐震性能Ⅳ レベル１地震動に対しては被害程度 aにとどまる。 

レベル２地震動に対しては被害程度 aにとどまる。 

低い 

↑ 

耐震性能 

↓ 

高い 

  * レベル２地震動を対象としないため、被害程度の評価は行わない。 

 

表 5 における被害程度ａ～ｃは、本ガイドラインにおいては、機能面での被害、構造

面での被害とし、更に機能回復のための構造物の復旧の必要性と期間を指標とした機能

修復の観点を加味して、表 6に示す 4つの被害程度を想定した。しかし、構造物の設計

時の被害程度として被害程度ｄとすることは想定されないため、本ガイドラインでは、

被害程度ａ～ｃとして目標とする耐震性能とした。堤防・護岸・胸壁における、被害程

度の概念図を図 4に示す。 

 

表 6 本ガイドラインにおける被害程度 

機能被害 構造被害 復旧期間※1 被害程度 

機能維持 
無被害または復旧が必要ない

程度の軽微な被害 
－ ⇒ａ 

簡単な復旧で対応できる程度

の被害 
短期間 ⇒ｂ 

機能低下 

構造物の一部が崩壊 中期間 ⇒ｃ 

機能停止 構造物の大部分が崩壊 長期間 ⇒ｄ 
  ※1機能回復のための構造物復旧に必要な期間。 
    注）     は、本ガイドラインでの対象範囲を示す。 
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ａ ｂ ｃ 

被害

程度 

無被害または復旧が必要

ない程度の軽微な被害 

簡単な復旧で対応できる

程度の被害 

(防波機能や安全性、使用

性、環境に関する性能が一

定以上確保できている) 

構造物の一部が崩壊 

(防波機能や安全性、使用

性、環境に関する性能が確

保できない) 

堤防 

  

護岸 

 

  

胸壁 

   

緩傾

斜型

堤防

(階段) 

   

図 4 被害程度の概念図 
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４）施設背後地の重要度と地盤高による目標とする耐震性能の等級の設定 

「解説書２．１０．２」では、耐震設計で考慮する地震動は、レベル１地震動（施設

の供用期間内に１～２度発生する確率を持つ地震動）と、レベル 2地震動（現在から将

来にわたって当該地点で考えられる最大級の強さを持つ地震動）の 2段階の地震動とし

ている。しかし、すべての施設において２段階の地震動を適用するのではなく、施設背

後地の重要度及び地盤高により設定される目標とする耐震性能の等級を考慮して、対象

とする地震動を選定することを標準とする。 

なお、目標とする耐震性能の等級は、表 7のように設定することを標準とする。 

 

表 7 施設背後地の重要度と地盤高による目標とする耐震性能の等級の設定 

施設背後地の重要度 

施設背後地の地盤高 
Ａ Ｂ 

低地盤高 
耐震性能Ⅲ 
（耐震性能Ⅳ） 

耐震性能Ⅰ 
（耐震性能Ⅱ） 

高地盤高 
耐震性能Ⅱ 
（耐震性能Ⅲ） 

耐震性能Ⅰ 

○ 施設背後地の重要度Ａで低地盤高： 

施設背後地の重要度が高く、浸水による被害が大であるため、耐震性能Ⅲを満

足することを標準とするが、大きな被害が想定される地域では、耐震性能Ⅳとし

てもよい。 

○ 施設背後地の重要度Ａで高地盤高： 

浸水による被害は小であるが、施設背後地の重要度が高いため、耐震性能Ⅱを

満足することを標準とするが、大きな被害が想定される地域では、耐震性能Ⅲと

してもよい。 

○ 施設背後地の重要度Ｂで低地盤高： 

浸水による被害は大であるが、施設背後地の重要度が低いため、耐震性能Ⅰを

満足することを標準とするが、大きな被害が想定される地域では、耐震性能Ⅱと

してもよい。 

○ 施設背後地の重要度Ｂで高地盤高： 

施設背後地の重要度が低く、浸水による被害も小であるため、耐震性能Ⅰを満

足することを標準とする。 
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目標とする耐震性能の等級については、表 7を標準とするが、高潮等により過去

に浸水被害を受けたことがある地域、津波来襲の危険性が高い地域などは、表 7中

の（ ）に示すように、耐震性能の等級の変更を検討することが望ましい。ここで、

津波来襲の危険性が高い地域とは、例えば、「東南海・南海地震に係る地震防災対

策の推進に関する特別措置法」に基づく、東南海・南海地震防災対策推進地域（２

１都府県６５２市町村）などが対象となる。 

また、堤防・護岸などの施設の前面海域において、養殖などの漁業活動が営まれ

ていることがある。そのため、堤防・護岸などの施設が被害を受けたことにより漁

業活動に深刻な影響を与える恐れがある地域においても、表 7中の（ ）に示すよ

うに、耐震性能の等級の変更を検討することが望ましい。 
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2－4．レベル１地震動に対する検討 

2－4－1．レベル１地震動に対する検討の基本 

海岸保全施設の耐震設計は、施設の供用期間中に１～２度発生する確率を有する地震動

（レベル１地震動）に対して所要の構造の安全を確保し、かつ、海岸保全施設の機能を

損なわないものとする。 

「解説書 ２．１０．２ 海岸保全施設の耐震性能」 

【解説】 

（１）レベル１地震動は、各種設計基準等で、設計震度または基盤最大加速度と地震動波

形の組合せの形で示されるものである。レベル 1地震動の具体的な再現期間は各種設計基

準を参照されたい。例えば、設計供用期間 50 年の構造物が再現期間 75年を上回る地震動

に遭遇する確率は 50%となる。海岸保全施設のレベル 1 地震動については、以上の他、海

岸保全施設の機能・構造特性および面的防護施設であることなどを考慮して設定する。 

 

（２）漁港海岸保全施設の関連設計基準である「漁港海岸事業設計の手引 平成 8年度版」

においては、レベル１地震動の再現期間は概ね 75 年、レベル１地震動に対する耐震解析

は震度法としている。 

 

（３）面的防護として整備された護岸などの漁港海岸保全施設は、消波堤、離岸堤などの

波浪制御施設との複合的な整備で天端高を低くしている。そのため、レベル１地震動の設

定に当たっては、面的防護施設を構成している各種構造物（消波堤、離岸堤など）に地震

が作用しても、防護機能が低下しないように配慮することが望ましい。 
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2－4－2．設計震度 

 設計震度は、地域別、地盤種別及び構造物の重要度を考慮して定めるものとする。 

「解説書 ２．１０．５ 設計震度・設計入力地震動・液状化（１）」 

【解説】 

（１）設計震度は地域別震度に地盤種別係数、重要度係数等の補正係数を乗ずる形等

で示される。地域別震度は、我が国沿岸域を大きく区分し設定されたものであり、工

学的基盤における震度に相当する。これに建設位置の地盤条件による補正、対象構造

物の重要度による補正を行い、対象施設の設計震度が算定される。 

 

【補足説明】 

（１）漁港海岸保全施設に関連する設計基準としては、「漁港海岸事業設計の手引  

平成 8年度版」があり、震度法に適用する設計震度として、各地域における地震の活動

度、施設建設地点における地盤の特性、施設の重要度などを考慮して、地域別震度に地

盤種別係数、重要度係数などの補正係数を乗ずる形などで表 8 のように示されている。

設計震度は、表 8を用いることを標準とする。 

表 8 漁港海岸保全施設の設計震度（漁港海岸事業設計の手引（平成 8年度版）） 
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（２）漁港海岸保全施設の設計に用いる設計震度は「漁港海岸事業設計の手引（平成 8

年度版）」に示されているが、その後、新たな地域区分として「漁港・漁場の施設の設

計の手引（2003 年版）」で設計震度が示されている。したがって、漁港海岸保全施設に

ついては、「漁港・漁場の施設の設計の手引（2003 年版）」に示されている表 9の設計震

度を参考とすることができる。 

 

（３）漁港・漁場施設に関連する設計基準である「漁港・漁場の施設の設計の手引（2003

年版）」では、震度法に適用する設計震度と基盤最大加速度の組合せが見直され、従来

と同様に各地域における地震の活動度、施設建設地点における地盤の特性、施設の重要

度等を考慮して、地域別震度に地盤種別係数、重要度係数などの補正係数を乗ずる形で

示されている。この地域別震度は、我が国沿岸域を行政区分を参考として、大きく区分

し設定されたものであり、設計震度として表 9が示されている。 

 

表 9 設計震度（耐震強化岸壁を除く）（漁港・漁場の施設の設計の手引（2003 年版）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道(根室，釧路，
十勝，日高)，関東
(千葉県，東京都の八
丈島及び小笠原諸島
を除く地域，神奈川
県)，中部(福井県，
静岡県，愛知県)，近
畿(三重県，滋賀県，
大阪府，兵庫県，和
歌山県)

東北(青森県の尻屋崎
以南の太平洋岸，岩
手県，宮城県，福島
県)，関東(茨城県)，
近畿(京都府)，四国
(徳島県，高知県)

北海道(胆振，渡島，
檜山)，東北(青森県
の尻屋崎以南の太平
洋岸を覗く地域，秋
田県，山形県)，中部
(新潟県，富山県，石
川県)，中国(鳥取
県，広島県)，四国
(愛媛県)，九州(熊本
県，大分県，宮崎
県，鹿児島県の奄美
諸島）

北海道(網走，後志，
石狩，空知，留萌)，
中国(島根県，岡山
県)，四国(香川県)，
九州(佐賀県，長崎県
の五島列島，壱岐及
び対馬を除く地域，
鹿児島県の奄美諸島
を除く地域，沖縄県
の大東諸島を除く地
域)

北海道(宗谷)，関東
(東京都の八丈島及び
小笠原諸島)，中国
(山口県)，九州(福岡
県，長崎県の五島列
島，壱岐及び対馬，
沖縄県の大東諸島)

係留施設Ａ 0.18（0.22） 0.16（0.19） 0.14（0.17） 0.13（0.16） 0.10（0.12）

親水施設 0.18（0.22） 0.16（0.19） 0.14（0.17） 0.13（0.16） 0.10（0.12）

係留施設Ｂ 0.15（0.20） 0.13（0.16） 0.12（0.14） 0.11（0.13） 0.08（0.10）

外郭施設 0.15（0.20） 0.13（0.16） 0.12（0.14） 0.11（0.13） 0.08（0.10）

(注1) 第四紀層（沖積層，洪積層）の厚さが，下記のいずれかの場合は（　　）書の設計震度を用いる。
　　①　一般の砂及び粘土地盤の厚さが25m以上の場合
　　②　軟弱地盤の厚さが5m以上の場合
　　　ここでいう軟弱地盤とは，Ｎ値が4以下の砂地盤，または一軸圧縮強度が20kPa以下の地盤であり，通常の軟弱地盤の概念とは
　　若干異なる。
(注2) 係留施設Aは，主要な陸揚岸壁及び定期船・フェリーが発着する岸壁であり，係留施設Ｂは，係留施設Ａ以外の岸壁及び物揚場で
　　ある。
(注3) 親水施設は，親水性を考慮した護岸及び防波堤である。
(注4) 外郭施設は，親水施設及び道路護岸を除く外郭施設である。
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2－4－3．レベル１地震動に対する耐震解析 

「解説書 ２．１０．４ 耐震解析法（１）」 

【補足説明】 

（１）「漁港海岸事業設計の手引（平成 8年度版）」では、震度法について以下のように記

述されている。 

震度法は、構造物にはその質量に比例する地震力が作用すると仮定し、その比例係数

を重力加速度で除した値を「震度」としたものである。言い換えれば、地震力は構造物

の重量に「震度」を乗じたものである。 

震度法による設計は、地震時に生ずる最大地震力を静的な外力として、常時荷重のよ

うに構造物の重心に対して水平方向に作用させ構造物の安定を検討する。よって、実際

の地震時の現象との差異があるため、過大設計を回避するために安定計算上の安全率は

通常時よりも低く設定している。 

 

（２）「漁港・漁場の施設の設計の手引（2003 年版）」では、震度法について以下のよう

に記述されている。 

震度法は、不規則な振動である地震動による外力を物体の重量と設計震度の積で与え

られる力に置き換え、この力を構造物に静的に作用させて計算する方法であり、地震時

の構造物の安定計算を常時の解析と同様に比較的簡単に行うことができる方法である。 

この方法には、構造物の動的特性は反映されていないが、一般的に漁港の施設は、そ

の固有振動周期が地震動の卓越振動周期よりも短く、剛な構造物とみなせるので、地震

力は、震度法によって算定することを標準とする。 

また、耐震設計においては、鉛直方向の震度を考慮せず、水平震度のみで設計を行う。 

震度法による地震力は、自重及び上載荷重の和あるいは自重のみに設計震度を乗じた

値とし、危険な方をその重心に作用させる。この際、自重からは浮力を差し引かないこ

ととし、上載荷重は常時の 1/2 とする。 

 

（３）レベル 1地震動に対する耐震解析は、従来より用いられている震度法によるもの

とする。ただし、三面張り堤防などの土堰堤タイプの施設については、震度法による耐

震解析法が確立されていないことから、｢解説書２．１０．４｣において記載されている

河川堤防における解析手法や、地震時の円弧すべり計算を用いてもよい。 

河川堤防による解析方法は、具体的には、「慣性力のみを考慮した円弧すべり計算」と

「過剰間隙水圧を考慮した円弧すべり計算」を実施し、それらの安全率の組合せにより、

沈下量を評価することとしたものである。 

なお「慣性力のみを考慮した円弧すべり計算」と「過剰間隙水圧を考慮した円弧すべ

レベル１地震動に対する耐震性能は、震度法による耐震設計により安全性が確保される

ことで満足されているものとみなせる。ただし、液状化が発生すると判定される場合に

は、要求する耐震性能の高さに応じて適切に照査するものとする。 
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り計算」については、「海岸保全施設耐震点検マニュアル【堤防・護岸・胸壁編】平成 7

年 4月 農林水産省・水産庁・運輸省・建設省」を参考とすることができる。 
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2－4－4．液状化の予測・判定 

ゆるく詰まった飽和砂質土等は地震により液状化し構造物に被害を及ぼすことがある

ため、必要に応じ液状化の影響を考慮するものとする。 

「解説書 ２．１０．５ 設計震度・設計入力地震動・液状化（３）」 

【解説】 

（１）液状化に関わる事項については、「運輸省港湾局監修（1997）：埋立地の液状化対

策ハンドブック（改訂版）、財団法人 沿岸開発技術研究センター」が参考となる。 

 

（２）液状化の予測・判定の対象とする土層は地表面（海面下では海底面）から深さ 20m

以浅である。しかし、20m 以深でもその層で液状化が発生した場合に構造物に重大な損傷

が生じる場合や、明らかに上部 20m 以浅の土層と連続する層であると判断される場合が

あるので、このような場合には 20m 以深の層に対しても液状化の予測・判定を行う。 

 

（３）液状化の予測・判定法には、粒度とＮ値による方法と繰返し三軸試験結果を用い

る方法の 2 種類がある。粒度とＮ値による方法は簡易な方法で一般的に使用できる。繰

返し三軸試験結果を用いる方法はより詳細な方法で、粒度とＮ値による方法により予測

・判定が困難となった場合に用いられるものである。 

 

【補足説明】 

（１）粒度とＮ値による方法は、①粒度による判定、②等価 N値及び等価加速度による

判定に分けられる。これに、③繰返し三軸試験結果を用いる方法があり、①から③に進

むにつれて、難易度が増していくことになる。 

そこで、漁港海岸保全施設では、｢漁港・漁場の施設の設計の手引（2003 年版）｣に示

されている、液状化の予測・判定フロー（図 5）に従い、段階を追った液状化の予測・

判定を行うことを標準とする。 

 

（２）なお、等価Ｎ値は、各土層のＮ値を有効上載圧 64.68kN/㎡の場合の同一の相対密

度の土層のＮ値に換算したものである。等価加速度は、地盤の地震応答計算により求ま

る最大せん断応力を用いて算定されるもので、最大せん断応力比と等価な値である。各

土層の液状化の判定は、等価Ｎ値と等価加速度から液状化のランクを決定し、表 10 に

より行うことを標準とする。
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図 5 液状化の予測・判定フロー 

「出典：漁港・漁場の施設の設計の手引 （2003年版）」 

 

表 10 粒度とＮ値による土層ごとの液状化の予測・判定 

 

 

 

 

 

「出典：漁港・漁場の施設の設計の手引 （2003年版）」 

範囲 粒度とＮ値による液状化の予測 粒度とＮ値による液状化の判定
Ⅰ 液状化する。 液状化すると判定する。

Ⅱ 液状化する可能性が大きい。
液状化すると判定するか、振動三軸試
験により判定する。

Ⅲ 液状化しない可能性が大きい。
液状化しないと判定するか、振動三軸
試験により判定する。

Ⅳ 液状化しない。 液状化しないと判定する。

START

等価Ｎ値（Ｎ）65 の計算

粒度による判定
NO

液状化の判定

判定が困難

END
粒
度

土層ごとのＮ値，上載圧力

　　　粒度分布，塑性指数
　　　による補正

地域分類

基盤最大加速度

　　　地震応答計算または
　　　簡易式により
　　　地盤のせん断応力を計算

等価加速度の計算

　　等価Ｎ値と等価加速度より
　　液状化ランクを決定

液状化する（ランクⅠ）液状化しない（ランクⅣ）

　液状化しないと判定するか
　振動三軸試験により決定する

　液状化すると判定するか
　振動三軸試験により決定する

ランクⅢ ランクⅡ

液状化する

対策工へ

液状化しない

END

等
価
Ｎ
値
・
等
価
加
速
度

振
動
三
軸

YES
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2－5．レベル２地震動に対する検討 

2－5－1．レベル２地震動に対する検討の基本 

海岸保全施設のうち、施設の機能及び構造、施設背後地の重要度、地盤高、当該地域

の地震活動度等に基づいてより高い耐震性能が必要と判断されるものに係る耐震設計

は、現在から将来にわたって当該地点で考えられる最大級の強さを持つ地震動（レベル

２地震動）を想定し、これに対して生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな

機能の回復が可能なものとする。 

「解説書 ２．１０．２ 海岸保全施設の耐震性能」 

【解説】 

（１）レベル 2地震動の設定に際しては、まず対象地点に最大級の強さの地震動をもた

らし得る地震を選定する。この地震を「レベル 2対象地震」と呼ぶ。次に、レベル２対

象地震が発生した場合の対象地点における地震動を評価してこれをレベル２地震動と

する。 

一般的な耐震設計ではレベル 2対象地震は、過去の地震に関する情報や活断層に関す

る情報を総合的に考慮して選定する。特に、活断層については、施設を設計する時点で

の最新の調査結果を踏まえる。過去の地震に関する網羅的な資料としては文献 1）、2）、

過去の主要な地震の断層パラメータをとりまとめた資料としては文献 3）、活断層に関す

る網羅的な資料としては文献 4）、5）がある。これらに加え、1995 年兵庫県南部地震以

降、活断層に関する積極的な調査が行われており、その成果は地震調査研究推進本部や

自治体から公表されている。以上の資料を参照した上で 

（a）過去に大きな被害をもたらした地震の再来 

（b）活断層の活動による地震 

（c）地震学的あるいは地質学的観点から発生が懸念されるその他の地震 

（d）中央防災会議や地震調査研究推進本部など国の機関の想定地震 

（e）地域防災計画の想定地震 

（f）M6．5 の直下地震 6) 

を考慮する（（a）-（f）の中には重複するものもあり得る）。その中で、対象地点に

最大級の強さの地震動をもたらしうる地震をレベル 2 対象地震として選定する。（a）-

（f）の想定地震のうち、いずれの地震が対象地点に最大級の強さの地震動をもたらす

かについては、判断が難しい場合もある。また、地震動には振幅、周波数特性、継続時

間など様々な側面があり、どの地震が施設に最も大きな影響を及ぼすかは、まず地震動

を評価し、次に地震応答計算を行ってはじめてわかるという場合もある。このようなこ

とから、この段階では無理にレベル 2対象地震を一つに絞る必要はなく、候補となる地

震を複数選定しておけばよい。また、対象施設の特性に応じて、異なるレベル 2対象地

震が選択される場合もある。 

地震動に影響を及ぼす要因としては、震源の性質（震源特性）と震源から基盤に至る

伝播経路の性質（伝播経路特性）、それに基盤から地表に至る地下構造の性質（サイト

特性）などが重要であり、レベル 2地震動の設定においてはこれらを考慮する。対象地
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点もしくはその近傍で取得された強震記録は、対象地点周辺の地下構造に関する情報を

含むものであり、サイト特性を考慮したレベル 2地震動の評価に有効である。 

海岸保全施設のレベル２地震動については、以上の一般的な耐震設計の考え方の他、

海岸保全施設の機能・構造物特性等を考慮して設定する。 

 

1) 文部科学省国立天文台編（2002）：理科年表（平成 15年） 

2) 宇佐美龍夫（1996）：新編日本被害地震総覧[増補改訂版 416-1995]，東京大学出版会 

3) 佐藤良輔編（1989）：日本の地震断層パラメター・ハンドブック，鹿島出版会 

4) 活断層研究会編（1991）：[新編]日本の活断層-分布図と資料，東京大学出版会 

5) 中田高・今泉俊文編（2002）：活断層詳細デジタルマップ，東京大学出版会 

6) 土木学会土木構造物の耐震設計法に関する特別委員会（2000）：土木構造物の耐震設計法に関する第 3

次提言と解説 

 

【補足説明】 

 

（１）【解説】（１）において、“海岸保全施設のレベル２地震動については、以上の一般

的な耐震設計の考え方の他、海岸保全施設の機能・構造物特性などを考慮して設定する。

”と記述されており、「解説書２．１０．２海岸保全施設の耐震性能 解説（３）」に示さ

れている方法以外の設定方法によってレベル２地震動を設定することを妨げるものでは

ない。 

 

（２）レベル２地震動の設定に際しては、設計対象地域の地震記録の特徴を反映したも

のを用いる必要があるが、漁港海岸保全施設の設計対象地域である漁港地域においては、

一般的に過去の地震観測結果がほとんど得られていない。したがって、漁港海岸保全施

設のレベル２地震動の入力地震動は、「漁港・漁場の施設の設計の手引（2003 年版）」の「資

料 6．1 耐震強化岸壁における設計震度の算定（図 6）」を参考に設定してもよい。 
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図 6 設計震度の設計フロー（レベル２地震動を想定する場合） 

「出典：漁港・漁場の施設の設計の手引 （2003 年版） 

 

（３）漁港地域における入力地震動の設定に関して実績のある基準としては、「漁港・

漁場の施設の設計の手引（2003 年版）」がある。同手引では、耐震強化岸壁の耐震設計

に使用する設計震度を算定するために必要となる地震応答解析の入力地震動の設定に、

八戸基盤入射波形(S-252NS Base)、大船渡基盤入射波形(S-1210E41S)、ポートアイラ

ンド基盤入射波形(PI-79NS Base)が用いられている。 

 

（４）対象施設周辺に強震観測地点がある場合や、港湾施設に隣接していて地震動が設定

されている場合などは、これらの情報を参考にしてレベル２地震動を設定してもかまわな

い。 

 

 

対象地盤

想定地震：レベル２地震動
過去の地震発生記録や活断層分布図
より建設予定地に大きな基盤最大加
速度を与えるであろうと予想される
地震を抽出する。

地表面最大加速度

地震応答解析

設計震度 kh

 kh=1/3（αmax/g）1/3

　（αmax≧200gal［cm/s2
］）

 kh=αmax/g
　（αmax＜200gal［cm/s2

］）

抽出した地震に対する基盤最大加速
度をそれぞれ求める。

最も基盤最大加速度が大きくなる地
震を設計地震動とする。

対象となる地震動が
プレート境界型地震か？
プレート内型地震か？

プレート内型地震
ポートアイランド基盤波形を使用

プレート境界型地震
八戸波，大船渡波の波形を使用

プレート内型地震プレート境界型地震

Kh=1/3（αmax/g）
1/3 

( αmax≧200Gal[cm/s
2] ) 

Kh=αmax/g
 

( αmax＜200Gal[cm/s
2] ) 

設計震度 Kh 
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2－5－2．レベル２地震動に対する耐震解析 

「解説書 ２．１０．４ 耐震解析法（２）」 

【解説】 

（１）耐震性能照査型の設計においては、地盤や施設の地震応答解析により、対象施設

の地震時挙動を評価し、あらかじめ設定した被害程度（照査規準）を満足するか否かを

照査する。解析法の選定に際しては、耐震性能照査に適した解析法を用いる必要があり、

一般に要求する耐震性能が高い施設には、高度な解析手法を用いる。 

 

【補足説明】 

（１）解析手法は、その難易度、解析能力によって、液状化による変形量の簡便な推定

手法・簡易動的解析による手法・静的照査法による手法・動的解析による手法に大別さ

れる。例えば、護岸の耐震性能照査においては、簡易動的解析による手法として剛体滑

動解析、動的解析による手法として非線形有限要素法などがある。 

 

（２）変形量の予測手法は、①液状化による変形量の簡便な推定手法、②簡易動的解析に

よる手法、③静的照査法による手法、④動的解析による手法がある。 

それぞれの特徴を考慮して、耐震性能の等級に応じた適切な方法を用いてよい。 

 表 11 に各種変形解析手法の特徴を示す。 

 

①液状化による変形量の簡便な推定手法 

地震時の液状化に伴う地盤変形量の推定方法として、各種構造物の諸基準において示され

ている手法を参考とすることができる。堤防の既往の地震被害のうち、大規模な変状が生

じた被害は堤防の基礎地盤の液状化に起因するものである。液状化による変形量の簡便な

推定手法を参考資料２（p.74～p.79）に示した。 

 

②簡易動的解析による手法 

 簡易動的解析による方法として、滑動変位算定のための剛体滑動解析（ニューマーク法）

がある。ニューマーク法は、すべり土塊が剛体であり、すべり面における応力歪関係が剛

塑性と仮定して地震時のすべり土塊の滑動変位量を計算する方法である。簡易動的解析に

よる手法を参考資料２（p.80～82）に示した。 

 

 

 

 

レベル２地震動に対する耐震性能は、変形、応力、ひずみ量等を精度よく評価できる手

法により照査するものとする。 
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③静的照査法による手法（ＡＬＩＤ、東畑モデルなど） 

 液状化に伴う堤防の変形を簡便かつ精度よく静的に算定する方法としては、液状化の発

生による土層の剛性低下を仮定するとともに、土構造物としての自重を作用させ、その変

形を有限要素法により算定する方法（有限要素法を用いた自重変形解析法：ＡＬＩＤ）、

液状化した土層をせん断抵抗を有しない粘性流体と仮定し、地盤の流体的な変形を算定す

る方法（流体力学に基づく永久変形解析法：東畑モデル）等を用いることができる。なお、

いずれの変形解析方法も地震による堤防の損傷状況を完全に模擬するものではない点に

注意が必要である。また、堤防高を算定する際には、解析から得られた堤防の特定の位置

における変形や高さに注目するのではなく、例えば、堤内側のり肩、天端中央部及び堤外

側のり肩の高さを平均するなど、地震後の堤防の変形状態を適切に評価する必要がある。

静的照査法による手法を参考資料２（p.83～p91）に示した。 

 

④動的解析による手法 

 動的解析による方法には、電子計算機による手法と振動台実験による手法に大別され、

要求する耐震性能が高い施設には、これらを用いてもよい。 

 

④－１電子計算機による手法（ＬＩＱＣＡ、ＦＬＩＰなど） 

電子計算機による地震応答計算としては、液状化の判定に用いられてきた等価線形法（全

応力）のＳＨＡＫＥプログラムやＦＬＵＳＨプログラムが著名であるが、ＳＨＡＫＥ及び

ＦＬＵＳＨはもともと液状化による地盤のせん断剛性の低下を考慮したプログラムでは

ないため、地震時の地盤の挙動を反映した変形量の予測が難しい。そこで、液状化による

地盤の剛性低下を考慮できるプログラムとして、非線形の有効応力法を用いたＬＩＱＣＡ、

ＦＬＩＰなどのプログラムを使用して詳細な検討が可能である。動的解析による手法を参

考資料２（p.105～126）に示した。 

 

④－２振動台実験による手法 

対象とする構造物及び地盤の形状、力学的性質も考慮の上、相似率を満足するような模

型を作製し、振動台により想定する地震動を与えるものであり、地盤を含む構造物の全体

的な挙動を把握するのに有効な手段である。ただし、相似性を十分満たすような模型の作

製に高度な実験技術が必要となるとともに、実験設備としての振動台も必要であることか

ら、対象とする施設の重要度を十分に検討する必要がある。 
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表 11 各種変形解析手法の特徴（１） 

項目 ①液状化による変形量の簡便な推定手法 

基準 鉄道構造物等設計標準・同解説 耐震設計 

平成 11 年 10月 

運輸省鉄道局 監修  

鉄道総合技術研究所 編 

下水道施設の耐震対策指針と解説 

－2006 年版－ 

社団法人 日本下水道協会 

高圧ガス設備等耐震設計指針 

レベル２耐震性能評価 解説編 

高圧ガス保安協会 

概要 ・既往の模型実験を参考に盛土沈下量と支持地盤の液状化程度として液状化指数

（ＰＬ）に着目して整理。 

・盛土天端の沈下量を盛土高さで正規化した値と液状化指数の関係を支持地盤の

相対密度（Ｄｒ）により整理。 

・相対密度が６０％以下の場合における繰返し回数（Ｎｃ）の影響について整理。 

・１９９５年兵庫県南部地震においては、浮上がり現象に加えて、液状化した

地盤の再圧密に起因する沈下による管路のズレ、管廊、放流きょ等の継手部の

被害が生じており、耐震設計においてその影響を考慮する必要がある。液状化

が生じた処理場に実際に発生した沈下量と受けたと推定される地震動により、

「本章2.5.1液状化による側方流動」の方法により算定した液状化層厚（ＦＬ

＜1.0の層厚）を分析し整理。 

・詳細な地盤モデルを用いた応答解析によらず、液状化に伴う地盤変状量の算定を

行う場合の例として、過去の震害事例に基づいて提案された簡便法を整理。 

① 液状化に伴う地盤沈下量の算定 

② 液状化に伴う地盤の水平移動量 

留意事項 ・これらの検討結果は、いずれも模型実験結果を整理した経験的なものであり、

十分な精度を有していない。しかし、検討に際して仮定した条件を満足するよう

な盛土においては、液状化時における沈下量の目安を知る上での１つの判断材料

に成り得ると考えている。 

・ただし、埋戻し土の液状化による沈下率は０．０７５～０．１０程度あった

との観測事例もあり、砕石埋め戻し又は改良土埋戻し等の液状化対策を講じて

いない埋戻し部の沈下量を検討する場合には注意が必要である。 

・ただし、本簡便法は、以下の条件の範囲内における事例をまとめたものから設定

しており、他の条件の護岸の場合は表中の変形率と異なる可能性があることに注意

する必要がある。 

ａ）水深―８．０～－１４．０ｍ程度の大型ケーソン又は矢板式護岸 

ｂ）設計震度０．２以下で耐震設計がなされている護岸 

ｃ）基礎地盤の緩い砂質土の層厚は２５ｍ程度以下 

参考文献 ・建設省土木研究所：盛土のある地盤の液状化時の挙動に関する実験的検討、土

木研究所資料第３２６４号、平成６年２月。 

・「地下構造物の合理的な地震対策研究」シンポジウム、論文－１９「新潟県

中越地震における下水道管路施設被害の特徴と対策に関する一考察」（社）土

木学会２００６年６月。 

・石原研而・安田進・井合進：液状化にともなう岸壁・護岸背後地盤の流動の簡易

予測方法、第２４回地震工学研究発表会講演論文集、pp.541-544、1997。 

 

 

表 11 各種変形解析手法の特徴（２） 

項目 ②簡易動的解析による手法 

解析手法 滑動変位算定のための剛体滑動解析 

（ニューマーク法） 

概要 ・ニューマーク法は、すべり土塊が剛体であり、すべり

面における応力歪関係が剛塑性と仮定して地震時のすべ

り土塊の滑動変位量を計算する方法である。 

 

留意事項 ・現実の土は、繰返し応力による変形の累積性、軟化性

などが強い非線形性を示すため、ニューマーク法は厳密

な方法ではない。しかしながらこの方法は、入力パラメ

ータの設定が円弧すべり法と同等であること、理論の簡

明さに比して比較的妥当な結果を与えること、結果の解

釈が容易であることなどの特徴を有しており、設計に用

いやすい。 

参考文献 ・井合ら、(２００２)：港湾構造物の耐震性能照査型設

計体系について、港湾空港技術研究所資料、№１０１８、

pp.32-43。 
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表 11 各種変形解析手法の特徴（３） 

項目 ③静的照査法による手法 ④動的解析による手法 

解析手法 ＡＬＩＤ 東畑モデル ＬＩＱＣＡ ＦＬＩＰ 

概要 ・液状化判定によって地盤内のFＬの分布を求め、液状化する

と判定された土については FＬと細粒分含有率から液状化後

の低下した剛性を求める。非液状化層の剛性も低下させる。 

・地盤の剛性が低下したことによって盛土が沈下するものと

考え、地盤剛性が低下した状態での堤防沈下量を静的な FEM

によって求め、これを地震による沈下量とする。 

・地盤の剛性低下によって生じる盛土の沈下を比較的簡便に

計算する方法である。 

 詳細な土の応力－ひずみ関係は考慮せず、FＬ等によって剛

性の低下率を決める。FＬ＜1 の場合に FＬの値に応じて徐々に

剛性を低下させる点で東畑モデル、Δu法と異なる。 

 解析結果に及ぼす影響要因としては、地震前の土の剛性と

剛性低下率が極めて重要。 

・液状化判定によって液状化層と非液状化層を判別する。液

状化層の土を粘性流体、非液状化層の土を弾性体とする。 

・液状化層が粘性流体になったものとし、地盤が時間と共に

流動して盛土が沈下するものと考える。この手法では、十分

長い時間の後には、盛土は平衡状態（盛土の自重と盛土に作

用する浮力が釣合う状態）に達するまで沈下するが、50gal

以上の加速度が継続する時間を便宜的に有効継続時間とし、

その間に生じる変形を地震による変形とする。 

・簡便である。地震動の特性の中で、50gal 以上の振動が継

続する時間が考慮される。 

 解析結果に及ぼす影響要因としては、液状化層の減衰定数

と非液状化層の弾性定数が極めて重要。 

・解析底面において入力地震動を設定する。小さな時間ステップ毎に変位や土の応力、過剰間隙水圧、ひずみ、強度、剛

性などが地盤内の全ての地点において求まる。 

・地震中に生じる土の強度・剛性の低下、及び地盤に作用する地震慣性力による地盤の変形が計算される。 

・原理的に実際の現象を最も忠実に表現しうる方法である。計算に用いられる土のモデルは様々な土の挙動を表現しうる

が、その反面、比較的多くのパラメータを決める必要がある。パラメータを決めるためには標準貫入試験以外の幾つかの

試験が必要であり、また試験だけでは決まらないパラメータがあるので、パラメータ設定にはある程度の経験が必要。こ

れが解析者によって結果が異なることの原因となる。その他、減衰や境界条件の設定によっても結果が異なるが、これら

の決定に際しては、物理現象を十分考慮して決定する必要がある。 

留意事項 

【入力地震動 

～ 

過剰感激水圧の発生 

～ 

土の強度・剛性の低下】 

〈長所〉 

・簡便である。 

・FＬに応じて土の剛性を徐々に低下させており、FＬ＜1.0 で

強度を一律にゼロとするΔu 法と比較して実際の土の特性を

反映している。 

〈短所・課題〉 

・地震動の特性が考慮されない。 

・剛性低下率の設定法が明確になっていない。 

   

〈長所〉 

・簡便である。 

〈短所・課題〉 

・地震動の特性の 1つである継続時間の影響を考慮されるが、

その他の特性は考慮されない。 

・液状化の程度による土の特性の変化が考慮されない 

（FＬ＜1.0では土の特性はFＬによらず一定）。 

・液状化層の土（粘性流体）の粘性、非液状化層（弾性体）

の弾性定数の設定法が明確になっていない。 

・原則的に１層の液状化層しか考慮できないため２層以上の

液状化層が存在する場合、その取り扱いに工夫が必要。 

〈長所〉 

・地表面震度から求まる地盤内のせん断応力Lと土の液状化抵抗 Rの比から簡便に液状化の程度を予測する液状化判定法

（FＬ法）とは異なり、地震動の特性（振幅、周波数、継続時間など）、土の力学特性や地層構成が地盤の状態（加速度分

布、応力、ひずみ）等に及ぼす影響が考慮される。 

〈短所・課題〉 

・工学的基盤面、あるいは地盤剛性が急増する地層までを解析領域とするのが望ましいが、明確な基盤層などがない場合

には注意が必要。どこまでの層を解析領域とするかによって、地盤内の加速度分布、ひいては堤防沈下量にある程度の違

いが生じる。 

留意事項 

【盛土の沈下】 

〈長所〉 

・比較的簡便 

〈短所・課題〉 

・地震動の特性が考慮されない。 

・地盤に作用する地震慣性力が盛土の沈下に及ぼす影響が考

慮されない。 

・微小変形の仮定 

〈長所〉 

・簡便 

・微小変形の仮定から生じる問題はない。 

〈短所・課題〉 

・地震動の特性が考慮されない（地震の継続時間は考慮され

ている）。 

・地盤に作用する地震慣性力が盛土の沈下に及ぼす影響が考

慮されない。 

〈短所・課題〉 

・微小変形の仮定をしているため、堤防の沈下量が大きいほど沈下量を過大に評価することになる。実際の堤防は、最大

でも堤体高さのおよそ７割程度までしか沈下しないが、この手法によると沈下量はいくらでも大きくなり得る。この問題

を解決するために LIQCA では有限変形理論に基づくプログラムも研究目的に開発されている。 

・計算での土の応力～ひずみ関係は、およそ 10～20％以上の大ひずみレベルでの妥当性は検証されていないので、地盤

内のひずみが大きい場合には結果の信頼性がやや落ちる。 

留意事項 

【地震中・地震後の圧密

等による沈下・変形】 

〈短所・課題〉 

非排水条件での解析であり、圧密による沈下は簡易的にし

か考慮されない。液状化層厚の3～5％程度の圧密沈下が生じ

るものと仮定し、これを加えたものを最終的な沈下量とする

などの対処が必要。 

〈短所・課題〉 

 等体積条件での解析であり、圧密による沈下は考慮されな

い。液状化層厚の 3～5％程度の圧密沈下が生じるものと仮定

し、これを加えたものを最終的な沈下量とするなどの対処が

必要。 

解析中のいかなる時刻でも圧密等による土の堆積変化が考

慮される。 

〈短所・課題〉 

非排水条件での解析であり、圧密による沈下は考慮さ

れない。液状化層厚の 3～5％程度の圧密沈下が生じる

ものと仮定し、これを加えたものを最終的な沈下量と

するなどの対処が必要。 

参考文献 ・（財）国土技術研究センター（２００２）：河川堤防の地震

時変形量の解析手法、国土技術研究センター 

・河川構造物の耐震性能照査指針（案）・同解説 

－Ⅱ．堤防編－平成１９年３月 国土交通省河川局治水課 

・（財）国土技術研究センター（２００２）：河川堤防の地震

時変形量の解析手法、国土技術研究センター 

・河川構造物の耐震性能照査指針（案）・同解説 

－Ⅱ．堤防編－平成１９年３月 国土交通省河川局治水課 

（財）国土技術研究センター（２００２）：河川堤防の地震時変形量の解析手法、国土技術研究センター 
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2－5－3．レベル２地震動に対する照査規準 

 海岸保全施設の耐震設計においては、当該施設の耐震性能を満足するため、耐震性能

を工学的なパラメータと対応させて照査規準を設定し、これに基づいて耐震性能照査を

行うものとする。 

「解説書 ２．１０．３ 耐震性能の照査規準」 

【解説】 

（１）海岸保全施設の耐震性能（２．１０．２）に示した耐震性能は、対象とする地震後

の施設の構造及び機能を規定したものであり、これを工学的なパラメータ（例えば、最大

応力や残留変位等）と対応させ、照査規準として設定する。照査規準の設定には、対象構

造物と類似した構造の過去の地震被災事例や要求される機能を考慮する。照査規準は、既

往の被害地震における同様の施設の被災状況を参考に、要求される耐震性能を記述できる

項目を挙げ、工学的なパラメータと対応させる。護岸を例とすれば、沈下、傾斜、変位、

目地開き、躯体の損傷（ひび割れ）などが挙げられる。これらから、護岸の主要機能であ

る、背後地への浸水防止に着目すると、天端高の維持すなわち沈下を照査規準とすること

ができる。            

照査規準の設定にあたっては以下を参考として設定してもよい。 

 

①高潮堤防の天端高を決定する際の余裕高分の変形を許容する方法 

 堤防の天端高決定の基本的考え方として下式が示されており、堤防等の天端高には

必要天端高に対しての余裕高が設けられていることが多い。 

 この余裕高は、設計潮位、設計波等の設計値に対する若干の不確実性を考慮して設

定されているものであり、最大で 1.0m 程度の余裕高が見込まれている。 

したがって、この余裕高分程度は変形しても機能面での問題は無いと判断できる場

合は、この余裕高を表 5 目標とする耐震性能の等級（p.17）及び表 6 本ガイドラ

インにおける被害程度（p.17）において示されている被害程度 a，ｂの軽微な被害の

参考とすることができる。 

 

天端高＝設計潮位＋設計波に対する必要高＋余裕高 
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②天端沈下量の変形量を復旧に要する確率波を考慮した許容沈下量以下とする方法 

天端沈下量を変形量の代表的照査項目とし、その場合の許容沈下量を高潮及び波浪

に起因する浸水を防ぐものとして、下式が参考として示されており、表 5 目標とす

る耐震性能の等級（p.17）及び表 6 本ガイドラインにおける被害程度（p.17）にお

いて示されている被害程度ｃの場合の参考とすることができる（図 7参照）。 

 

 許容沈下量≦計画天端高－朔望平均満潮位－10 年確率波に対する必要高 

 

 ただし、復旧に要する期間により確率波を適切に設定してもよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7 許容沈下量の概念図（参考） 

 

 

③変形後の天端高をレベル２地震動により生起する津波に対する必要高を満足する

方法 

 津波対策としての海岸保全施設は、レベル２地震動による変形後の天端高が、生起

する津波に対する必要高を満足していることを確認することが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▽ 朔望平均満潮位 

地震により沈下 

 計画天端高 

 許容沈下量 10 年確率波に対する必要高 
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参考資料 １ 

（検討事例） 
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検討事例 一覧表（１） 

検討事例 傾斜型堤防 自立矢板式護岸 直立式護岸 

検討断面図  

 

 

 

 

埋立土②

L=11.0m/枚

鋼矢板Ⅳw型（SYW295）

基盤

粘性土①

砂質土⑥砂質土⑤

粘性土①

砂質土③

粘性土①

砂質土④

埋立土①

砂質土①

粘性土①

砂質土②

 

 

 

裏埋土①

砂質土②

基盤

裏埋土②

砂質土①

砂質土④

砂質土⑤

砂質土⑥

砂質土⑦

裏込石②

基礎捨石

砂質土③

裏込石①

 

検討潮位 H.W.L.＋1.50m H.W.L.＋1.60m H.W.L.＋2.30m 

施設背後地地盤高 +1.0m +2.3m +2.8m 

施設背後地重要度 背後に住宅が集積し、地震後の浸水により多大

な人命・財産・生活を喪失する地域 重要度Ａ 

背後に住宅が集積し、地震後の浸水により多大

な人命・財産・生活を喪失する地域 重要度Ａ 

背後に住宅が集積し、地震後の浸水により多大な

人命・財産・生活を喪失する地域 重要度Ａ 

施設背後地地盤高 背後地盤高（+1.0m)は H.W.L.よりも低いため、

施設の被災により浸水が予想される地域、 

低地盤高 

背後地盤高（+2.3m)は H.W.L.よりも高いため、

施設が被災しても即座浸水しない地域、 

高地盤高 

背後地盤高（+2.3m)は H.W.L.よりも高いため、施

設が被災しても即座浸水しない地域、 

高地盤高 

耐震性能と等級の設定 施設背後地での重要度Ａ、低地盤高であること

を考慮して耐震性能Ⅲとする 

施設背後地での重要度Ａ、高地盤高であること

を考慮して耐震性能Ⅱとする 

施設背後地での重要度Ａ、高地盤高であることを

考慮して耐震性能Ⅱとする 

耐震性能 レベル１地震動に対して被害程度 a 

レベル２地震動に対して被害程度 b 

レベル１地震動に対して被害程度 a 

レベル２地震動に対して被害程度 c 

レベル１地震動に対して被害程度 a 

レベル２地震動に対して被害程度 c 

レベル１地震動の検討 設計震度 0.10 を想定 

レベル 1地震動に対する耐力は確保 

設計震度 0.10 を想定 

レベル 1地震動に対する耐力は確保 

設計震度 0.10 を想定 

レベル 1地震動に対する耐力は確保 

液状化の予測・判定 

液状化対策工法 

液状化しない 

対策工なし 

液状化しない 

対策工なし 

液状化しない 

対策工なし 

レベル２地震動の検討 水平変位：0.089m,鉛直変位：0.108m 水平変位：0.881m，鉛直変位：0.095m 水平変位：0.08m，鉛直変位：0.019m 

レベル２地震動に対する照査 高潮堤防の天端高を決定する際の余裕高分の変

形を許容する方法より 

許容沈下量＝余裕高＝天端高－（設計潮位＋設

計波に対する必要高）より、余裕高 0.5m に対し

て鉛直変位が 0.108m なので、レベル２地震動に

対して耐震性能を備えている。 

高潮堤防の天端高を決定する際の余裕高分の変

形を許容する方法より 

許容沈下量＝余裕高＝天端高－（設計潮位＋設

計波に対する必要高）より余裕高 0.1m に対して

鉛直変位が 0.095m なので、レベル２地震動に対

して耐震性能を備えている。 

高潮堤防の天端高を決定する際の余裕高分の変形

を許容する方法より 

許容沈下量＝余裕高＝天端高－（設計潮位＋設計

波に対する必要高）より余裕高 0.1m に対して鉛直

変位が 0.019m なので、レベル２地震動に対して耐

震性能を備えている。 
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検討事例 一覧表（２） 

検討事例 自立矢板式護岸(液状化対策あり) 傾斜型堤防(液状化対策あり) 

検討断面図  

埋立土②

L=11.0m/枚

鋼矢板Ⅳw型（SYW295）

基盤

粘性土①

砂質土⑥砂質土⑤

粘性土①

砂質土③

粘性土①

砂質土④

埋立土①

砂質土①

粘性土①

砂質土②

 

検討潮位 H.W.L.＋1.60m H.W.L.＋1.50m 

施設背後地地盤高 +2.3m +0.0m 

施設背後地重要度 背後に住宅が集積し、地震後の浸水により多大

な人命・財産・生活を喪失する地域 重要度Ａ 

背後に住宅が集積し、地震後の浸水により多大

な人命・財産・生活を喪失する地域 重要度Ａ 

施設背後地地盤高 背後地盤高（+2.3m)は H.W.L.よりも高いため、

施設が被災しても即座浸水しない地域、 

高地盤高 

背後地盤高（+0.0m)は H.W.L.よりも低いため、

施設の被災により浸水が予想される地域、 

低地盤高 

耐震性能と等級の設定 施設背後地での重要度Ａ、高地盤高であること

を考慮して耐震性能Ⅱとする 

施設背後地での重要度Ａ、低地盤高であること

を考慮して耐震性能Ⅲとする 

耐震性能 レベル１地震動に対して被害程度 a 

レベル２地震動に対して被害程度 c 

レベル１地震動に対して被害程度a 

レベル２地震動に対して被害程度b 

レベル１地震動の検討 設計震度 0.10 を想定 

レベル 1地震動に対する耐力は確保 

設計震度 0.10 を想定 

レベル 1地震動に対する耐力は確保 

液状化の 

予測・判定 

液状化対策工法 

粒度、等価 N 値、等価加速度による予測・判定

により液状化する。 

締め固め工法を採用 

 

粒度、等価 N 値、等価加速度による予測・判定

により液状化する。 

締め固め工法、鋼矢板工法を採用 

 

レベル２地震動の検討 水平変位：0.12m，鉛直変位：0.08m 水平変位：0.08m，鉛直変位：0.8m 

レベル２地震動に対する照査 高潮堤防の天端高を決定する際の余裕高分の変

形を許容する方法より 

許容沈下量＝余裕高＝天端高－（設計潮位＋設

計波に対する必要高）より余裕高0.1mとすると、

0.08m なので、レベル２地震動に対して耐震性能

を備えている。 

想定津波高と沈下後の天端高さの比較より。 

沈下後の天端高さ4.20m＞想定津波高さ4.00mな

ので、レベル２地震動に対して耐震性能を備え

ている。 

 

N=20 
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検討事例１ 傾斜型堤防 

１．一般条件   

（１）位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 位置図 

 

（２）断面図 

 波浪等に対する検討により設定された断面は以下の傾斜型堤防を想定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 断面図 

２．設置条件 

（１）設置目的：高潮来襲時に背後地集落への浸水を防ぐため。 

（２）延長：１５０ｍ 

（３）設置位置での地盤高（施設背後地の地盤高）：+1.0m 

（４）潮位：H.H.W.L.+3.5m、H.W.L.+1.5m、L.W.L.±0.0m 

（５）天端高＝H.H.W.L.+3.5m＋波浪に対する必要天端高 2.0m+余裕高 0.5m 

      ＝+6.0m 

対象施設 
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３．耐震性能の設定 

（１）設定の手順 

 本ガイドライン p.15に示す耐震性能の設定フローに従って耐震性能を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 耐震性能の設定フロー（本ガイドライン p.15） 

 

（２）背後地の重要度区分 

 対象施設の直背後地には集落が存在しており高潮等の被害の危険性があることから、本

ガイドライン p.16 表 3より、「背後に住宅が集積し、地震後の浸水により多大な人命・財

産・生活を喪失する地域」に該当するものとして対象施設背後地の重要度区分は重要度 A

とする。 

表 3 施設背後地の重要度区分の選定結果（本ガイドライン p．16，表 3より） 

以下のいずれかに該当する地域 

・背後に住宅が集積し、地震後の浸水により多大な人命・財

産・生活を喪失する地域 

・公共施設や公共用地など、震災の復興に重要な役割を果た

す地域 

・施設背後に他地区と通じる唯一の道路があり、地震後の崩

壊又は浸水により道路が遮断され孤立する地域 

施設背後地の 

重要度Ａ 

・背後に加工場、水産倉庫などの地域の漁業活動に重要な役

割を果たす施設がある地域 

・施設背後地の地形の傾斜が急になっており、地震による施

設被害の結果、高潮、波浪などにより地形の安定性が損なわ

れ、人命・財産・生活が喪失する可能性の高い地域 

施設背後地の 

重要度Ｂ 
・重要度Ａ以外の地域 

S　T　A　R　T

施設背後地の重要度区分の設定

施設背後地の地盤高区分の設定

施設背後地の重要度と地盤高による
目標とする耐震性能の等級の設定

E　N　D

「表3」により設定

「表4」により設定

「表7」により設定
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（３）施設背後地の地盤高区分 

 断面図より、背後地盤高（+1.0ｍ）は朔望平均満潮位（H.W.L.=＋1.50ｍ）より低くな

っていることから本ガイドライン p.15 表 4 より、施設背後地の地盤高区分は低地盤高と

する。 

表 4 施設背後地の地盤高区分の選定結果（本ガイドライン p.16，表 4より） 

低地盤高 
・施設背後地盤高が、朔望平均満潮位よりも低いため、施

設の被災により浸水が予想される地域 

高地盤高 
・施設背後地盤高が、朔望平均満潮位よりも高いため、施

設が被災しても即座に浸水しない地域 

 

（４）目標とする耐震性能と等級の設定 

 施設背後地の重要度と地盤高による目標とする耐震性能の等級は、本ガイドライン p.19

表 7より耐震性能Ⅲとして設定する。 

 

表 5 施設背後地の重要度と地盤高による目標とする耐震性能の等級の設定 

（本ガイドライン p.19） 

施設背後地の重要度 

施設背後地の地盤高 
Ａ Ｂ 

低地盤高 
耐震性能Ⅲ 
（耐震性能Ⅳ） 

耐震性能Ⅰ 
（耐震性能Ⅱ） 

高地盤高 
耐震性能Ⅱ 
（耐震性能Ⅲ） 

耐震性能Ⅰ 

 

（５）耐震性能のまとめ 

 従って対象施設が保有すべき耐震性能を整理すると以下の通りとなる。 

 

表 6 耐震性能のまとめ 

対象 

地震動 

被害

程度 
被害程度イメージ 機能被害 構造被害 機能修復 

レベル１ ａ 機能維持 
無被害または

軽微な被害 

復旧の必要 

なし 

レベル２ ｂ 
短期間は機能

維持 

軽微な被害ま

たは限定被害 
応急復旧 
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４．レベル１地震動に対する検討 

（１）レベル１地震動の設定 

 本ガイドライン p.22 表 8を参照し対象施設に対する設計震度を設定する。 

例えば、下表に示す適用地域での堤防の設計震度は 0.10 となる。（適用地域は、下表中央

に該当） 

 

表 7 漁港海岸保全施設の設計震度の選定結果（本ガイドライン p.22，表 8より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）耐震解析 

 耐震解析は、本ガイドライン p.24を参考とした震度法によるものとする。 

 なお、詳細については、本検討では省略する。解析の結果、設定断面においてレベル１

地震動に対する耐力は確保されているという結論が出たとする。 

 

（３）液状化の予測・判定 

 液状化の予測・判定は、本ガイドライン p.26を参考として検討を実施する。 

 なお、詳細については、本検討では省略する。判定の結果、対象地の地盤では液状化し

ないという判定になったこととする。なお、液状化判定すると判定された場合は、液状化

対策を検討することとする。 

中国
） ， 四国
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５．レベル２地震動に対する検討 

（１）レベル２地震動の設定 

 レベル２地震動の設定は、本ガイドライン p.28～p.30を参考として設定する。 

 なお、本検討においては、本ガイドライン p.29 補足説明（２）に示されているとおり、

「漁港・漁場の施設の設計の手引き（2003 年版）」の「資料 6.1 耐震岸壁における設計震

度の算定」に示された手法により設定したものして仮定し、以下に同資料に示されている

入力地震波形（八戸波，大船渡波，PI波）を示す。 
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（２）構造物の耐震解析 

 構造物の耐震解析は、本ガイドライン p.31～34 を参考として適切な手法を用いて検討

する。 非線形有効応力解析の一手法である FLIP を用いた場合の出力例を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 FLIP による残留変形量の計算結果の例 

 

（３）レベル２地震動に対する照査 

 本ガイドライン p.34 の参考「①高潮堤防の天端高を決定する際の余裕高分の変形を許

容する方法」により、被害程度 bの場合の照査基準の考え方が示されており、これを参考

とした照査基準は沈下量であり、その許容値を以下のように設定する。 

  天端高＝設計潮位＋設計波に対する必要高＋余裕高 

       

  許容沈下量＝余裕高＝天端高－（設計潮位+設計波に対する必要高） 

 ここでは、前提条件での余裕高 0.5m とした場合、（２）での FLIP による沈下量の計算

は 0.108m であるため、レベル２地震動に対しての耐震性を備えていると判断できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Structure scale 2.00 m

Unit scale 1.000E+0

0.089m 

0.108m 
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検討事例２ 自立矢板式護岸 

1．一般条件 

(1)位置図 

省略。 

 

(2)断面図 

外力に対する検討により設定断面は、以下の図に示す、自立矢板式護岸とする。 

埋立土②

L=11.0m/枚

鋼矢板Ⅳw型（SYW295）

基盤

粘性土①

砂質土⑥砂質土⑤

粘性土①

砂質土③

粘性土①

砂質土④

埋立土①

砂質土①

粘性土①

砂質土②

 
図 1 検討対象断面 

 

２．設置条件 

(1)設置目的：高潮来襲時に背後地集落への浸水を防ぐため。 

(2)延長：150m 

(3)設置位置での地盤高(施設背後地の地盤高)：+2.3m 

(4)潮位：H.W.L.+1.60m、L.W.L.+0.15m 

(5)天端高=H.W.L.+1.60m+波浪に対する必要天端高 0.6m＋余裕高 0.1m=+2.30ｍ 

 

３．耐震性能の設定 

(1)設定の手順 

本ガイドライン p.15 に示す耐震性能の設定フローに従って耐震性能を設定する。 

(2)施設背後地の重要度区分 

検討事例 1 に同じ。対象施設の直背後地には集落が存在しており、高潮等の被害の危険性

があることから、本ガイドライン p.16 表 3 より、｢背後に住宅が集積し、地震後の浸水に

より多大な人命・財産・生活を喪失する地域｣に該当するものとして対象施設背後地の重

要度区分は重要度 Aとする。 
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(3)施設背後地の地盤高区分 

背後地盤高+2.3m は、朔望平均満潮位(H.W.L.+1.60ｍ)より高くなっていることから、本ガ

イドライン p16 表 4より、施設背後地の地盤高区分は高地盤高とする。 

 

(4)目標とする耐震性能と等級の設定 

施設背後地の重要度と地盤高による目標とする耐震性能の等級は、本ガイドライン p19 表

7 より耐震性能Ⅱとして設定する。 

 

(5)耐震性能のまとめ 

したがって、対象施設が保有すべき耐震性能を整理すると以下の通りとなる。 

 

表 1 耐震性能のまとめ 

対象 

地震動 

被害

程度 
被害程度イメージ 機能被害 構造被害 機能修復 

レベル１ a 

埋立土②

L=11.0m/枚

鋼矢板Ⅳw型（SYW295）

基盤

粘性土①

砂質土⑥砂質土⑤

粘性土①

砂質土③

粘性土①

砂質土④

埋立土①

砂質土①

粘性土①

砂質土②

 

機能維持 無被害ま

たは軽微

な被害 

復旧の 

必要なし 

レベル２ c 

砂質土④

粘性土①

砂質土③

粘性土①

砂質土⑤

鋼矢板Ⅳw型（SYW295）

L=11.0m/枚

 

機能低下 構造物の

一部が損

壊 

中期間 
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４．レベル１地震動に対する検討 

(1)レベル１地震動の設定 

本ガイドライン p22 表 8を参照し、対象施設に対する設計震度を設定する。検討事例 1と

同様の地区として、護岸・堤防・親水性護岸に該当することから、設計震度は 0.10 とす

る。 

 

(2)耐震解析 

耐震解析は、本ガイドラインの p24 を参考として震度法によるものとする。 

なお、詳細については、省略し、解析の結果、設定断面においてレベル１地震動に対する

耐力は確保されていると想定する。 

 

(3)液状化の予測・判定 

液状化の予測・判定は、本ガイドラインの p26 を参考として検討を実施する。なお、詳細

については、本検討では省略する。解析の結果、設定断面においてレベル１地震動に対す

る耐力は確保されていると想定する。 

 

５．レベル２地震動に対する検討 

(1)レベル２地震動の設定 

レベル 2 地震動の設定は、本ガイドライン p28～30 を参考として設定する。本検討では、

直下型のポートアイランド波（最大加速度 350Ｇal）とし、以下の加速度波形を使用した。

図は、縦軸が加速度、横軸は経過時間を示しており、解析に用いた時間は 0.0～20.0 秒の

20 秒間とした。 

 

図２ 検討対象地震動の加速度波形 

 

(2)検討対象断面 

検討対象断面、変位の着目点を図１に示す。 
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(3)解析モデルの作成 

1)基盤面及び左右境界位置の設定 

①工学的基盤 

工学的基盤は、N値 50 以上の層として、-10.7m 以深とする。 

②側方粘性境界までの距離 

側方粘性境界は、護岸法線から左右 100m 程度離れた位置とする。 

2)地下水位レベル、海水面レベルの設定 

地下水位レベルは、L.W.L.に潮位差の 2/3 を加えたものとし、D.L.+1.20m とする。 

3)土層区分の設定 

土層区分は以下のとおり設定した。また、表を基に各土層を区分するとともに、メッシュ

分割を行なう。土層区分、および解析メッシュ図を示す。 

土層区分 

現地盤±0.0m～-1.0m   

-1.00 捨石・被覆石層  

シルト混じり砂礫 

 

-4.65 

N=11.7 

φ=35° 

 

γ’=10.0kN/m3 

砂質粘土 

 

-7.50 

N=13.7 

C=85.4kN/m2 

 

γ’=10.0kN/m3 

 

粘土質砂礫 

 

N=20～50 以上 

φ=40° 

 

γ’=10.0kN/m3 

 

4)レーレー減衰定数(β)の設定 

レーレー減衰定数をβ=0.0005～0.002 に変化させたところ、β=0.001 応答水平変位は一

定となったので、β=0.001 を使用した。 

 

図３ レーレー減衰定数 
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(4)耐震解析結果 

耐震解析結果として、対象地震動に対する護岸法線上の残留変位の一覧表を示す。 

 

表１ 護岸法線上残留変形量 

入力地震動 直下型  

変位 

着目位置 

水平変位(cm) 鉛直変位(cm) 

法線天端(1200) 88.1 -9.5 

＊水平変位について、マイナス表示の値は断面左側(陸側)への変位量を示す。 

＊鉛直変位について、マイナス表示の値は鉛直下向きの変位量を示す。 

 

埋立土②

L=11.0m/枚

鋼矢板Ⅳw型（SYW295）

基盤

粘性土①

砂質土⑥砂質土⑤

粘性土①

砂質土③

粘性土①

砂質土④

埋立土①

砂質土①

粘性土①

砂質土②

 

図４ 残留変位着目点位置図 

 

(5)レベル２地震動に対する照査 

本ガイドライン p.34 の参考「①高潮堤防の天端高を決定する際の余裕高分の変形を許容

する方法」により、被害程度 bの場合の照査基準の考え方が示されており、これを参考と

した照査基準は沈下量であり、その許容値を以下のように設定する。 

天端高＝設計潮位＋設計波に対する必要高＋余裕高 

許容沈下量(=余裕高)=天端高－（設計潮位＋設計波に対する必要高） 

ここでは、前提条件での余裕高 0.1m とした場合、FLIP による沈下量の計算は、0.095m で

あるため、レベル２地震動に対しての耐震性を備えていると判断できる。 

 

 

 

なお、各検討ケースの地震終了後の変形モード図を以下に示す。 
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0.00

1.00

0 4 8 12 16 20

時間（秒）

変
位
量
 X
（
ｍ
）

時刻歴図

 

 

家島漁港（自立矢板式）　鉛直変位：活断層型（護岸法線No.）

-0 .50

0 4 8 12 16 20

時間（秒）

変
位
量
 X
（
ｍ
）

時刻歴図

 

図５ 残留変位着目点の変位（上；水平変位，下；鉛直変位） 

88.1ｃｍ（at20.0ｓ） 

－9.5ｃｍ（at20.0ｓ） 
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検討事例３ 直立形式護岸 

 

１．一般条件 

(1)位置図 

省略。 

 

(2)断面図 

外力に対する検討により設定断面は、以下の図に示す、直立形式護岸とする。 

裏埋土①

砂質土②

基盤

裏埋土②

砂質土①

砂質土④

砂質土⑤

砂質土⑥

砂質土⑦

裏込石②

基礎捨石

砂質土③

裏込石①

 

図 1 検討対象断面 

 

２.設置条件 

(1)設置目的：高潮来襲時に背後地集落への浸水を防ぐため。 

(2)延長：150m 

(3)設置位置での地盤高(施設背後地の地盤高)：+2.8m 

(4)潮位：H.W.L.+2.30m、L.W.L.±0.0m 

(5)天端高=H.W.L.+2.30m+波浪に対する必要天端高 0.4m+余裕高 0.1m=+2.80ｍ 
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３．耐震性能の設定 

(1)設定の手順 

本ガイドライン p.15 に示す耐震性能の設定フローに従って耐震性能を設定する。 

(2)施設背後地の重要度区分 

検討事例 1 に同じ。対象施設の直背後地には集落が存在しており、高潮等の被害の危険性

があることから、本ガイドライン p.16 表 3 より、｢背後に住宅が集積し、地震後の浸水に

より多大な人命・財産・生活を喪失する地域｣に該当するものとして対象施設背後地の重

要度区分は重要度 Aとする。 

 

(3)施設背後地の地盤高区分 

背後地盤高+2.8m は、朔望平均満潮位(H.W.L.+2.30ｍ)より高くなっていることから、本ガ

イドライン p16 表 4より、施設背後地の地盤高区分は高地盤高とする。 

 

(4)目標とする耐震性能と等級の設定 

施設背後地の重要度と地盤高による目標とする耐震性能の等級は、本ガイドライン p19 表

7 より耐震性能Ⅱとして設定する。 

 

(5)耐震性能のまとめ 

したがって、対象施設が保有すべき耐震性能を整理すると以下の通りとなる。 

 

表 1 耐震性能のまとめ 

対象 

地震動 

被害

程度 

被害程度イメージ 機能被害 構造被害 機能修復 

レベル１ a 

裏埋土①

基盤

裏埋土②

裏込石②

基礎捨石

砂質土③

裏込石①

 

機能維持 無被害または

軽微な被害 

復旧の必

要なし 

レベル２ c 

裏埋土①

基盤

裏埋土②

裏込石②

基礎捨石

砂質土③

裏込石①

 

機能低下 構造物の一部

が損壊 

中期間 
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４．レベル１地震動に対する検討 

(1)レベル１地震動の設定 

本ガイドライン p22 表 8を参照し、対象施設に対する設計震度を設定する。検討事例 1と

同様の地区として、護岸・堤防・親水性護岸に該当することから、設計震度は 0.10 とす

る。 

 

(2)耐震解析 

耐震解析は、本ガイドラインの p24 を参考として震度法によるものとする。 

なお、詳細については、省略し、解析の結果、設定断面においてレベル１地震動に対する

耐力は確保されていると想定する。 

 

(3)液状化の予測・判定 

液状化の予測・判定は、本ガイドラインの p26 を参考として検討を実施する。なお、詳細

については、本検討では省略する。解析の結果、設定断面においてレベル１地震動に対す

る耐力は確保されていると想定する。 

 

５．レベル２地震動に対する検討 

(1)レベル２地震動の設定 

入力地震動は、海溝型(八戸波：最大加速度 200Ｇal)として以下の波形を使用する。なお、

縦軸は、加速度、横軸は経過時間となっており、解析に用いる時間は 0.0～20.0 秒の 20

秒間とした。 

 

 

図２ 検討対象地震動の加速度波形 

 

(2)検討対象断面 

検討対象断面、変位の着目点を図１に示す。 

 

(3)解析モデルの作成 

1)基盤面及び左右境界位置の設定 

①工学的基盤 
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工学的基盤は、Ｎ値 50以上の層として、-6.5m 以深とする。 

②側方粘性境界までの距離 

側方粘性境界は、護岸法線から左右 100m 程度離れた位置とする。 

 

2)地下水位レベル、海水面レベルの設定 

地下水位レベルは、L.W.L.に潮位差の 1/3 を加えたものとして、DL+0.77m とする。 

 

3)土層区分の設定 

土層区分は以下のとおり設定した。土層区分図及び解析における格子図を示す。 

 

土層区分 

標高（ＣＤＬ.m）   

＋2.8   

砂質土 

-0.3 

N=14 

φ=36° 

γ=20.0kN/m3(飽和) 

γ’=10.0kN/m3 
砂質土 

-5.0 

N=27 

φ=38° 

γ=20.0kN/m3(飽和) 

γ’=10.0kN/m3 

砂礫 

-6.5 

N=49 

φ=42° 

γ=20.0kN/m3(飽和) 

γ’=10.0kN/m3 

砂岩 N=49 

φ=42° 

γ’=10.0kN/m3 

 

4)レーレー減衰定数(β)の設定 

レーレー減衰定数をβ=0.0002～0.001 に変化させたところ、β=0.0005 で応答水平変位は

一定値となったので、β=0.0005 を使用した。 

 

図３ レーレー減衰定数 
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(4)耐震解析結果 

耐震解析結果として、対象地震動に対する護岸法線上の残留変位の一覧表を示す。 

 

表１ 護岸法線上残留変形量 

入力地震動 直下型  

変位 

着目位置 

水平変位(cm) 鉛直変位(cm) 

法線天端(1200) 8.0 -1.9 

＊水平変位について、マイナス表示の値は断面左側(陸側)への変位量を示す。 

＊鉛直変位について、マイナス表示の値は鉛直下向きへの変位量を示す。 

 

(5)レベル２地震動に対する照査 

本ガイドライン p.34 の参考「①高潮堤防の天端高を決定する際の余裕高分の変形を許容

する方法」により、被害程度 bの場合の照査基準の考え方が示されており、これを参考と

した照査基準は沈下量であり、その許容値を以下のように設定する。 

天端高＝設計潮位＋設計波に対する必要高＋余裕高 

許容沈下量(=余裕高)=天端高－（設計潮位＋設計波に対する必要高） 

ここでは、前提条件での余裕高 0.1m とした場合、FLIP による沈下量の計算は、0.019m で

あるため、レベル２地震動に対しての耐震性を備えていると判断できる。 

 

なお、各検討ケースの地震終了後の変形モード図を以下に示す。 
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川名漁港（自立矢板式）　水平変位：活断層型（護岸法線No.）

0.00

1.00

0 4 8 12 16 20

時間（秒）

変
位
量
 X
（
ｍ
）

時刻歴図

 

 

川名漁港（自立矢板式）　鉛直変位：活断層型（護岸法線No.）

-0 .50

0 4 8 12 16 20

時間（秒）

変
位
量
 X
（
ｍ
）

時刻歴図

 

 

図５ 残留変位着目点の変位（上；水平変位，下；鉛直変位） 

 

 

8.0ｃｍ（at20.0ｓ） 

－1.9ｃｍ（at20.0ｓ） 
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検討事例４．自立矢板式護(液状化対策工法の検討) 

(1)レベル１地震動の設定 

本ガイドライン p22 表 8を参照し、対象施設に対する設計震度を設定する。検討事例 1と

同様の地区として、護岸・堤防・親水性護岸に該当することから、設計震度は 0.10 とす

る。 

 

(2)耐震解析 

耐震解析は、本ガイドラインの p24 を参考として震度法によるものとする。 

なお、詳細については、省略し、解析の結果、設定断面においてレベル１地震動に対する

耐力は確保されていると想定する。 

 

(3)液状化の予測・判定 

液状化の予測・判定は、本ガイドラインの p26 を参考として検討を実施する。 

 

①粒度による判定 

図を用いて、均等係数の大小、および粒度による土の分類を行なう。均等係数の大小は 

Uc=D60/D10=3.5 を境界に、Uc≧3.5、Uc＜3.5 により以下のように分かれる。 

  

したがって、検討対象となっているの土層の結果は以下のようになる。これより、盛土(人

工土)および砂質土は液状化の可能性があると判定された。 

 

表３ 粒度による液状化判定の結果 

地質名 地層名 記号 結果 

埋立土① 盛土 Ｂ 液状化の可能性あり 

埋立土② 盛土 Ｂ 液状化の可能性あり 

砂質土① 砂質土層 As 液状化の可能性あり 

 

 

 

 

 

 

埋立土①、②、砂質土①
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②等価 N値、等価加速度による液状化の予測・判定 

次に、｢液状化の可能性あり｣の範囲に含まれる粒度の土層については、等価 N値と等価

加速度より、液状化の予測・判定を行なった。 

解析の結果、埋立土①においては｢Ⅰ液状化する｣、埋立土②および砂質土①においては

｢Ⅱ液状化する可能性が高い｣と判定されたので、液状化対策を実施することとした。 

150, 7100, 7

450, 16300, 16

66, 7

333, 25

0

5
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15

20

25
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35

40

45

50

0 100 200 300 400 500 600

等価加速度(Gal)

等
価
N
値

Ⅲ

Ⅱ 埋立土①,②

砂質土①

 

 

③液状化対策工法の概略検討 

液状化対策工法としては、締固め工法 (代表的な工法はサンドコンパクション工法)を想

定した。すなわち、緩い砂質地盤内に砂を振動注入し、砂杭を形成することによる体積変

化を助長し、緩い砂質地盤を締固める工法である。本検討では、改良後の N 値を N=20 と

想定する。 

 

 

 

図１ 検討対象断面 

N=20 



 60 

５．レベル２地震動に対する検討 

(1)レベル２地震動の設定 

レベル 2 地震動の設定は、本ガイドライン p28～30 を参考として設定する。本検討では、

直下型のポートアイランド波（最大加速度 350Ｇal）とし、以下の加速度波形を使用した。

図は、縦軸が加速度、横軸は経過時間を示しており、解析に用いた時間は 0.0～20.0 秒の

20 秒間とした。 

 

図２ 検討対象地震動の加速度波形 

 

(2)検討対象断面 

検討対象断面および変位の着目点を図 1に示す。 
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(3)解析モデルの作成 

1)基盤面及び左右境界位置の設定 

①工学的基盤 

工学的基盤は、N値 50 以上の層として、-10.7m 以深とする。 

②側方粘性境界までの距離 

側方粘性境界は、護岸法線から左右 100m 程度離れた位置とする。 

2)地下水位レベル、海水面レベルの設定 

地下水位レベルは、L.W.L.に潮位差の 2/3 を加えたものとし、D.L.+1.20m とする。 

3)土層区分の設定 

土層区分は以下のとおり設定した。また、表を基に各土層を区分するとともに、メッシュ

分割を行なう。土層区分、および解析メッシュ図を示す。 

土層区分 

現地盤±0.0m～-1.0m   

-1.80 捨石・被覆石層  

シルト混じり砂礫 

 

-4.65 

N=11.7 

φ=35° 

 

γ’=10.0kN/m3 

砂質粘土 

 

-7.50 

N=13.7 

C=85.4kN/m2 

 

γ’=10.0kN/m3 

 

粘土質砂礫 

 

N=20～50 以上 

φ=40° 

 

γ’=10.0kN/m3 

 

4)レーレー減衰定数(β)の設定 

レーレー減衰定数をβ=0.0005～0.002 に変化させたところ、β=0.001 応答水平変位は一

定となったので、β=0.001 を使用した。 

 

図３ レーレー減衰定数 
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(4)耐震解析結果 

耐震解析結果として、対象地震動に対する護岸法線上の残留変位の一覧表を示す。 

 

表１ 護岸法線上残留変形量 

入力地震動 直下型  

変位 

着目位置 

水平変位(cm) 鉛直変位(cm) 

法線天端(1200) 12.0 -8.0 

＊水平変位について、マイナス表示の値は断面左側(陸側)への変位量を示す。 

＊鉛直変位について、マイナス表示の値は鉛直下向きへの変位量を示す。 

 

埋立土②

L=11.0m/枚

鋼矢板Ⅳw型（SYW295）

基盤

粘性土①

砂質土⑥砂質土⑤

粘性土①

砂質土③

粘性土①

砂質土④

埋立土①

砂質土①

粘性土①

砂質土②

 

図４ 残留変位着目点位置図 

 

(5)レベル２地震動に対する照査 

本ガイドライン p.35 の参考「①高潮堤防の天端高を決定する際の余裕高分の変形を許容

する方法」により、被害程度 bの場合の照査基準の考え方が示されており、これを参考と

した照査基準は沈下量であり、その許容値を以下のように設定する。 

天端高＝設計潮位＋設計波に対する必要高＋余裕高 

許容沈下量(=余裕高)=天端高－（設計潮位＋設計波に対する必要高） 

ここでは、前提条件での余裕高 0.1m とした場合、FLIP による沈下量の計算は、0.08m で

あるため、レベル２地震動に対しての耐震性を備えていると判断できる。 

 

 

 

なお、改良前・改良後の地震終了後の変形モード図を以下に示す。 

 

N=20 
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図５ 改良後の残留変位着目点の変位（上；改良前、下；改良後、単位 m） 
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検討事例５. 傾斜型堤防(液状化対策あり) 

 

ここでは、動的解析ＦＬＩＰに変わり、簡易的な解析手法として静的な有限要素法を使

用した検討を行なった。 

 

1．一般条件 

(1)位置図 

省略。 

 

(2)断面図 

液状化の検討のみを実施した。地盤条件および検討断面図は以下に示すとおりである。砂

質土の基礎地盤上に盛土による堤防を設置した断面である。 

 

 

図１ 検討断面図 
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各地層の平均 N値の一覧表を示す。検討対象地点の堤防の直下には、比較的緩い沖積砂

質土(As)層が堆積している。各層の N値を以下に示す。 

 

表１ 検討対象土層の平均 N値 

地質名 地層名 記号 N 値の範囲 平均 N 値 

盛土(人工土) 盛土 Ｂ 8～12 10 

砂質土層 As-1 2～7 5 

砂質土層 As-2 3～13 10 沖積層 

砂質土層 As-3 10～21 20 

 

２.設置条件 

（１）設置目的：津波来襲時に背後地集落への浸水を防ぐため。 

（２）延長：１５０ｍ 

（３）設置位置での地盤高（施設背後地の地盤高）：±0.00m 

（４）潮位：H.H.W.L.+2.00m、H.W.L.+1.00m、L.W.L. ±0.00m 

（５）天端高：+5.00m 

 

３．耐震性能の設定 

(1)設定の手順 

本ガイドライン p.14 に示す耐震性能の設定フローに従って耐震性能を設定する。 

 

(2)施設背後地の重要度区分 

検討事例 1 に同じ。対象施設の直背後地には集落が存在しており、高潮等の被害の危険

性があることから、本ガイドライン p.16 表 3 より、｢背後に住宅が集積し、地震後の浸水

により多大な人命・財産・生活を喪失する地域｣に該当するものとして対象施設背後地の

重要度区分は重要度 Aとする。 

 

(3)施設背後地の地盤高区分 

背後地盤高±0.00m は、朔望平均満潮位(H.W.L.+1.00ｍ)より低くなっていることから、

本ガイドライン p16 表 4より、施設背後地の地盤高区分は低地盤高とする。 

 

４．レベル１地震動に対する検討 

(1)レベル１地震動の設定 

本ガイドライン p22 表 8 を参照し、対象施設に対する設計震度を設定する。検討事例 1

と同様の地区として、護岸・堤防・親水性護岸に該当することから、設計震度は 0.10 と

する。 
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(2)耐震解析 

耐震解析は、本ガイドラインの p24 を参考として震度法によるものとする。なお、詳細

については、省略し、解析の結果、設定断面においてレベル１地震動に対する耐力は確保

されていると想定する。 

 

(3)液状化の予測判定 

①粒度による判定 

図を用いて、均等係数の大小、および粒度による土の分類を行なう。均等係数の大小は 

Uc=D60/D10=3.5 を境界に、Uc≧3.5、Uc＜3.5 により以下のように分かれる。 

  

したがって、検討対象となっているの土層の結果は以下のようになる。これより、盛土(人

工土)および砂質土①、②は液状化の可能性があると判定された。 

 

表２ 粒度による液状化判定の結果 

地質名 地層名 記号 結果 

埋立土 盛土 Ｂ 液状化の可能性あり 

砂質土① 砂質土層 As-1 液状化の可能性あり 

砂質土② 砂質土層 As-2 液状化の可能性あり 

砂質土③ 砂質土層 As-3 液状化の可能性なし 

 

埋立土、砂質土①,② 

砂質土③ 
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②等価 N値、等価加速度による液状化の予測・判定 

次に、｢液状化の可能性あり｣の範囲に含まれる粒度の土層については、等価 N値と等価

加速度より、液状化の予測・判定を行なった。 

解析の結果、埋立土においては｢Ⅰ液状化する｣、砂質土①および②は｢Ⅰ液状化する｣と

判定されたので、液状化対策を実施することとした。 

 

表３ 等価加速度と等価Ｎ値による液状化の判定 

記号 深度(m) 土層名

単位体積
重量

γ(kN/m3)

飽和単位
体積重量

γ'(kN/m3)
N値 等価N値

等価加速
度(GAL)

Ｂｓ 2.5 盛土 18 8 10 9.1 368
Aｓ-１ 2.5 砂質土① 18 8 5 9.1 363
Aｓ-２ 7.5 砂質土② 18 8 10 5.2 357  
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図２ 等価加速度と等価Ｎ値による液状化の判定 
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(４) 静的な有限要素法によるレベル２地震動に対する検討 

①液状化対策実施前・後の地盤条件と解析結果 

静的な有限要素法による解析に際しては、液状化に対する安全率ＦＬ値を算出し、ＦＬ

値＜1.0 となる土層については、安田ら（1999）*１の手法を参照し、土層の弾性係数を設

定した。すなわち、液状化する場合の弾性係数は、液状化しない場合の弾性係数に対して

1/1000 程度低減させて行なう手法である。 

液状化に対する安全率ＦＬ値の算出過程は道路橋示法書・同解説Ⅴ耐震設計編(2002)＊2

より、以下のとおりである。 

ＦＬ＝Ｒ/Ｌ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (1) 

Ｒ＝ｃＷＲＬ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (2) 

Ｌ＝γｄκｈｇσν/σν ’・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(3) 
γｄ＝1.0-0.015χ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (4) 

σν＝γt1ｈＷ＋γt2(χ－ｈＷ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (5) 

σν ’＝γt1ｈＷ＋γt2 ’(χ－ｈＷ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (6) 

(タイプ Iの地震動の場合) 

  ｃＷ＝1.0・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (7) 

（本検討では、タイプⅠ地震動を想定してｃＷ＝1.0 とした。） 

(タイプⅡの地震動の場合) 

        1.0       (ＲＬ≦0.1)                                              

  ｃＷ＝  3.3ＲＬ＋0.67    (0.1＜ＲＬ≦0.4)・・・・・・・・・・・・・・・・(8) 

          2.0       (0.4＜ＲＬ) 

 ここに、 

 

ＦＬ： 液状化に対する抵抗率 

Ｒ： 動的せん断強度比 

Ｌ： 地震時せん断応力比 

ｃＷ： 地震動特性による補正係数 

ＲＬ： 繰返し三軸強度比 

γｄ： 地震時せん断応力比の深さ方向の低減係数 

κｈｇ： 6.4.3 に規定するレベル２地震動の地盤面における設計水平震度 

σν： 全上載圧(kN/㎡) 

σν’: 有効上載圧(kN/㎡) 
χ： 地表面からの深さ(ｍ) 

γt1： 地下水位面より浅い位置での土の単位体積重量(kN/ ) 

γt2： 地下水位面より深い位置での土の単位体積重量(kN/ ) 

γt2’： 地下水位面より深い位置での土の有効単位体積重量(kN/ ) 
ｈＷ： 地下水位の深さ(ｍ) 
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 繰返し三軸強度比ＲＬは式(9)により算出するものとする。 

           7.10882.0 Na                            (14＜Ｎa) 

  ＲＬ＝                            ・・・・・・(9) 

           7.10882.0 Na +1.6 10-6・(Ｎa－14)4.5  (14≦Ｎa) 

ここで、 

 Na=c1N1+c2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (10) 

 N1=170N/(σ’+70)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (11) 

   
 
 

 
 

 

 
  

120
5040

1

1

FC
FCc   

   
 
 

 
 

1810
0

2 FC
c  

ここに、 

ＲＬ： 繰り返し三軸強度比 

Ｎ： 標準貫入試験から得られるＮ値 

Ｎ１： 有効上載圧 100kN/㎡相当に換算したＮ値 

Ｎa： 粒度の影響を考慮した補正Ｎ値 

c1,c2： 細粒分含有率によるＮ値の補正係数 

ＦＣ： 細粒分含有率(%)(粒径 75μm 以下の土粒子の通過質量百分率) 

Ｄ50： 平均粒径（mm） 

 

（0%≦FC<10%） 

（10%≦FC<60%）・・・・・・・・・・・・・・・・・ (12) 

（60%≦FC） 

（0%≦FC<10%） 

（10%≦FC）・・・・・・・・・・・・・・・・・ (13) 
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弾性係数は N 値から道路橋示法書・同解説に示されている 

E=2744N(kN/㎡) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ (14) 

を用いて求め、ポアソン比は 0.33 とした。 

液状化する土層の弾性係数 Eは、せん断剛性低下率とＦＬ値、細粒分含有率の関係のまと

めの図より、液状化しない場合の弾性係数を 0.001 倍することとした。 

液状化対策実施前のＮ値、弾性係数、ＦＬ値のまとめを以下に示す。なお、ポアソン比は

0.33、単位体積重量は 18.0kN/m3とした。 

 

表４ 液状化対策実施前のＮ値、弾性係数およびＦＬ値 

標高

層厚 N値 弾性係数 剛性低下率
を考慮した
弾性係数

細粒分含有
率

地表面の深
さ

地下水位の
深さ

地下水面より
浅い位置で
の土の単位
体積重量

地下水面より
深い位置で
の土の単位
体積重量

地下水面より
深い位置で
の土の有劫
単位体積重
量

液状化に対
する抵抗率

土質名 D.L. D N E E' FC x hw γｌ１ γｌ2 γl2' FL

(m) (m) （kN/m2) （kN/m2) （％） (m) (m) (kN/m
3
) (kN/m

3
) (kN/m

3
)

シルト質砂（陸上） ±0.00 ～ －5.00 5.00 5 13720 14 0.00 5.00 2.00 18.00 10.00 10.00 0.61

シルト質砂（陸上） －5.00 ～ －10.00 5.00 10 27440 27 0.00 10.00 2.00 18.00 10.00 10.00 0.80

シルト質砂（陸上） －10.00 ～ －20.00 10.00 20 54880 55 0.00 20.00 2.00 18.00 10.00 10.00 1.11  

 

参考文献 

1)安田 進・吉田 望・安達 健司・規矩 大義・五瀬 伸吾・増田 民夫：液状化に伴

う流動の簡易評価法,土木学会論文集 No.638/Ⅲ-49,71-89,1999. 

2) 社団法人 日本道路協会：道路橋示法書・同解説 Ⅴ耐震設計編,pp.121-124,2002  

 

②解析結果 

解析結果として図３に変位図を示す。 

 

 

 

図３ 静的な有限要素法による解析結果（変位図） 

 

鉛直方向に 2.5m の沈下が発生したことより、液状化対策を実施することとした。 

 

 

2.5m の沈下 
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③液状化対策工法 

対策工法としては、以下のような工法が挙げられる。本検討では、締固め工法および鋼

矢板工法を液状化対策工として採用する。なお、鋼矢板工法は、土留め機能を期待するも

のではなく、液状化に伴う地盤の側方流動を抑制し堤防の沈下量を最小限とする機能をも

つ。 

 

表５ 液状化対策工法の概要 

工法名 工法概要 

締固め工法 緩い砂質地盤内に砂を振動注入し、砂杭を形成することによる体積変

化を助長し、緩い砂質地盤を締固める工法である。工法はサンドコン

パクション工法が代表的であるが、大きな振動を伴う。 

鋼矢板工法 堤防の法尻付近に鋼矢板を打設することにより、発生する地盤の側方

流動を抑制する工法である。施工方法は一般的に圧入工法の採用が多

い。 

静的締固め工法 工法の原理は上記工法と同様であるが、施工方法により振動を伴わな

い工法である。工法名は特殊石灰パイル工法、コンパクショングラウ

チング工法のほか、サンドコンパクション工法の改良型機械の実績が

多い。 

ドレーン工法 地盤内に砕石を投入し、砕石の柱状体を形成する工法である。本工法

に振動は伴わないが、透水性が非常によいため、堤体内への浸透を助

長する可能性が高い。また、強度の発現がないため、対策効果は小さ

い。 

固結工法 地盤内にセメント系の固化体を形成し、液状化時に発生する地盤の側

方流動を抑止し、堤防の沈下を防止する工法である。ただし、海への

環境悪化が懸念される。 

ジオテキストタイ

ルを用いた工法 

堤体自体のせん断力を増強し、地震時における堤体の崩壊を防止する

工法である。本工法では、堤体に多くのジオテキストタイルを敷設す

る必要があり、既設堤防への適用は困難。 

 

 

 




